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第５０７回（定例）福崎町議会会議録

令和５年３月２２日（水）

午前９時３０分 開 議

○令和５年３月２２日、第５０７回（定例）福崎町議会は、福崎町役場に招集された。

○出席議員 １３名

１番 三 輪 一 朝 ８番 宇 﨑 壽 幸

２番 石 川 治 ９番 植 岡 茂 和

３番 大 塚 記美代 １０番 前 川 裕 量

４番 𠮷 高 平 記 １２番 小 林 博

５番 河 嶋 重一郎 １３番 竹 本 繁 夫

６番 牛 尾 雅 一 １４番 城 谷 英 之

７番 冨 田 昭 市

○欠席議員 １名

１１番 松 岡 秀 人

○事務局より出席した職員

事 務 局 長 三 木 雅 人 主 査 塩 見 浩 幸

○説明のため出席した職員

町 長 尾 﨑 吉 晴 副 町 長 近 藤 博 之

教 育 長 髙 橋 渉 公 営 企 業 管 理 者 福 永 聡

技 監 宇 都 善 和 会 計 管 理 者 尾 﨑 俊 也

町参事兼ほけん年金課長 谷 岡 周 和 総 務 課 長 岩 木 秀 人

企 画 財 政 課 長 蔭 谷 秀 樹 税 務 課 長 松 田 清 彦

地 域 振 興 課 長 成 田 邦 造 住 民 生 活 課 長 大 塚 久 典

福 祉 課 長 小 幡 伸 一 農 林 振 興 課 長 吉 田 利 彦

ま ち づ く り 課 長 山 下 勝 功 上 下 水 道 課 長 橋 本 繁 樹

学 校 教 育 課 長 大 塚 謙 一 社 会 教 育 課 長 木ノ本 雅 佳

○議事日程

第 １ 一般質問

○本日の会議に付した事件

第 １一般質問

第１号 ９番 植 岡 茂 和 （１）消防団について

（２）都市計画道路について

第２号 ６番 牛 尾 雅 一 （１）令和５年度当初予算案について

（２）子育て支援策について

（３）男女共同参画社会の推進について

第３号 ２番 石 川 治 （１）市川右岸の無堤区間の解消について

（２）播磨（市川流域圏）地域総合治水推進

計画について

（３）小学生のランドセル補助について
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（４）野良猫の不妊・去勢手術補助金につい

て

第４号 ５番 河 嶋 重一郎 （１）農業について

（２）安全安心のまちづくりについて

（３）観光について

第５号 ３番 大 塚 記美代 （１）各委員会・審議会委員の定年が８０歳

未満に決定したことについて

（２）こどもの権利について

開 議

議 長 皆さん、おはようございます。

ただいまから、本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は１３名でございます。

定足数に達しております。

なお、本日の会議に、松岡議員から欠席届が出ておりますので、ご報告をして

おきます。

それでは、これより本日の日程に入ります。

本日の日程は、お手元に配付しております議事日程記載のとおりであります。

日程第１ 一般質問

議 長 日程第１は一般質問であります。

１番目の質問者は、植岡茂和議員であります。

質問の項目は

１、消防団について

２、都市計画道路について

以上、植岡議員。

植岡茂和議員 皆さん、おはようございます。議席番号９番、植岡茂和です。議長の許可を得

ましたので、通告を基本に一般質問をさせていただきます。

連日、今ＷＢＣで盛り上がっていて、今も決勝中なんで、ちょっと中継の、議

会中継の画面がＷＢＣに変えられていないかという心配もあるんですけど、ちょ

っと私の質問、あとの議員の質問の間は理事者の方もちょっと集中して聞いてい

ただけたらなと思います。

質問に入らせていただきます。

日に日に暖かくなり、マスク制限も緩和され、人の動きもより活発になってい

るように感じます。元気に町内を走り回る子どもも見る機会も増えました。河川

敷公園もたくさんの方でにぎわっていますが、３月１７日から使用開始になった

西治浄化センター横の公園がすごく人気で笑い声もあふれています。暖かくなる

と、子どもは外で遊びたい。公園ができ、親は近くに遊ばせる場所がないと困っ

ていたから、公園ができて大変助かっている。子どもたちからもありがとうとい

う声をたくさん聞いています。

暖かくなると心配なことも出てきます。あぜ焼き等から延焼による火災などが

全国的に増える時期でもあります。この時期、消防団はあぜ焼きかなと思いなが

ら煙には注意して、より一層警戒しながら、ふだん生活していただいています。
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町民の安心安全を守ってくれているんですね。

一つ目の質問に入ります。以前から一般質問において、私だけでなく同僚議員

の中からも多くの声が上がっていた、消防団のこれからを考えていく委員会を立

ち上げてはどうか。そういう思いを受けてくださって、このたび立ち上げてくだ

さるということで、消防団あり方検討委員会、この名称で立ち上げていただくと、

さきの民生まちづくり常任委員会で報告を受けました。町民さんにも知っていた

だきたいと思うので、質問内容が常任委員会での質問と重複しますが、どうか答

弁よろしくお願いします。

この消防団あり方委員会の委員構成、またどのように募集をかけられるのでし

ょうか。答弁お願いします。

住民生活課長 このあり方検討委員会につきましては、消防団員本団幹部２名、消防団員分団

員３名、中播消防署員１名、区長会代表者３名、消防団員の配偶者２名、消防団

歴代団長２名、有識者１名で立ち上げを予定しております。その各組織の代表者

に推薦依頼を現在行っているところでございます。

植岡茂和議員 自治会活動等の中心である区長さんや団員の配偶者、いろんな立場の方の意見

を聞けるのはすごくいいと思います。このたび検討内容はどのようなものを考え

ておられるのか答弁をお願いします。

住民生活課長 まずは団員の定数について検討していただきたいということでございます。委

員会の中では、他の意見も出てまいりましたら、そちらも検討すればいいかと考

えますが、以前から一般質問でも度々団員数の確保が難しいと聞いております。

いろいろと検討項目を増やしますと時間も要しますので、まずは団員の定数につ

いて答申をいただきたいと考えております。

植岡茂和議員 本当に団員数の問題が一番やっぱり消防団は今負担がかかっているのは現状で

して、でも一概にどれぐらい減らすというのも決めるも本当に難しいことだと思

うんですけど、何かいい方法にたどり着けるように、どうか慎重な審議をしてい

ただきたいと思っています。

これも一般質問にも上げてきたんですが、消防団は有事の際の出動はもちろん、

日頃の器具点検、パトロール、安心安全のまちづくりの根底を支えています。消

防団の処遇改善についてですが、今会議に条例改正として上げていただいていま

す。条例改正、提案されたことについては、消防団へのやはり熱い思いがあると

思うので、このたび提案していただけた町長の消防団に対する思いをいま一度お

聞かせください。

町 長 消防団員は町民の生命と財産を守るために、他に仕事を持ちながら、ほぼボラ

ンティア的な精神で消防団活動に従事をしてくださっております。まず、このこ

とに心からの感謝とお礼を申し上げたいと思います。

今回、国が報酬単価を見直しした中で、本町におきましても、日頃の消防団活

動に報いるためにも、国が引き上げた報酬を上回る総報酬金額にするとの思いの

中で条例改正を提案させていただいたものであります。結果としても、そのよう

な報酬額になっているところでございます。また、消防団は自治会の中でのリー

ダー的な団体でもあります。村づくりを進める中で、様々な役割を担っておられ

るといった一面を持っておられます。そういった日頃の活動に対しましても敬意

を表するものでございます。

消防団員の皆様には大変お世話になりますが、福崎町の現在と未来を担う主要

な組織として、福崎町の住みよいまちづくりのために一緒に取り組んでいただき

たいと願っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。

植岡茂和議員 ありがとうございます。何度も何度も言わせていただいていますが、消防団は
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町民の安心安全の根底を支えています。先ほど町長も言われたように、自治会活

動の一環も担ったり、また他市町から転入された方が地域になじめたのも消防団

があったからということもたくさん私も体験しています。逆もしかり、一度、町

外に出られた方も消防団があるから、消防団活動があるから、地元に戻って自分

らの親、地元を守りたいという気持ちで帰ってきてくれる人も実際数名いるんで、

どうかこれから本当にまだまだ消防団にしてはつらい時期が続くかなと正直思っ

ています。確保ができひんいうので悩んでいるところもあれば、やっぱりちょっ

と昔とはやり方が違うということで行き詰まってるとか、そういう声もたくさん

聞くんで、これからもちょっと消防団に対しては耳も心も傾けていただいて、よ

りいい形でお互いが、行政と消防団がやりくりできるように力を貸していただけ

たらなと思います。

関連質問になるんですが、これも予算委員会で議員さんが聞かれた質問と重複

するんですが、消防署の建て替えについて現状をお聞かせください。

住民生活課長 １０月の民生まちづくり常任委員会で、現在までの進捗について報告をいたし

ました。その後ですが、市川町議会におきまして、建て替え候補地は市川町に持

ってくるべきとの意見があるということで、令和４年１２月２０日に第９回の建

て替え検討委員会を行いまして、市川町から提示のありました新たな候補地につ

いての検討を行っております。その後ですが、市川町議会におきまして、全員協

議会での説明、また地元への説明に入ったと聞いておりまして、市川町の動きを

静観している状況であります。

３町の合意があって決定公表としたいと考えておりますので、まだ少し時間を

いただきたいと思っております。

植岡茂和議員 ３町合意が必要なんも分かるんですが、静観と言われずにちょっとどんどん進

めていただけたらなと思うんですが。先延ばしになっていくと、やっぱり安心安

全面で不安も残るかなとは思うんです。副町長とも苦労されてるんも分かるんで

すが、ぜひ福崎町がどんどん引っ張っていってあげたらなと思うんで、積極的な

委員会で発言をしていっていただけたらなと思います。

次に移ります。次に、都市計画道路について質問します。

何度も同じことをお聞きしていますが、どうか飽きずに答弁お願いします。改

めて、福崎駅田原線完成予定をお聞かせください。

まちづくり課長 町道福崎駅田原線ですが、事業期間につきましては５か年というふうに契約

しておりまして、現在のところ、令和７年度末、こちらの事業完了を目指して推

進しております。ただ、国の予算配分でありますとか、地権者の方々の交渉など

不確定な要素も残っておりますが、予定としましては令和７年度末ということで

進んでおります。

植岡茂和議員 ぜひとも予定どおりの完了をお願いしたいです。何度も確認しないと工期を忘

れてしまうのでちょっとお聞きしました。

今現在の進捗状況をお聞かせください。

まちづくり課長 現在ですが、今行っております道路の詳細設計業務、こちらは令和５年３月

末、今月末で完了することとなってございます。並行しまして、用地測量業務並

びに一部についてでございますが、物件補償費算定のための委託業務を実施して

おります。用地買収につきましては、既にご契約いただいた方々もありまして、

令和５年度におきましても引き続きこの用地買収や物件補償を行っていきたいと

いうふうに考えております。

工事についてでございますが、こちらは着手可能な箇所がありましたら順次施

工していきたいとも考えておりまして、先ほど申しましたとおり、令和７年度末



－5－

の事業完了を目指して推進してまいります。

植岡茂和議員 私も半年ぶりの一般質問ですので、当たり前と言えば当たり前ですが、前進し

ていっているなという感じをすごく感じる答弁で少し安心しました。ともに設計

業務が３月末で完了予定となっているんですが、地元自治体との意見交換は図れ

ていますか。答弁お願いします。

まちづくり課長 こちらにつきましては、以前からご質問をいただいているところでございま

すが、設計に当たりまして、地元との調整、協議につきましては、事業推進を行

っていく上で非常に大事だというような考えは変わっておりません。以前にも申

しましたが、道路構造令また公安委員会との協議内容など地元要望に応えられな

い場合もあろうとは思いますが、今後も可能な限り、地元との意見交換は行って

いきたいというふうに考えております。

植岡茂和議員 地元は長年使い慣れた道、生活道路であるんですね。生活道路を分断されるわ

けなんです。やっぱり通り慣れている道をちょっと迂回するいうても、やっぱり

ちょっとおっくうなところもあって。そんなんもあるんで、ちょっとそういう不

便を感じるところも、地元説明会では結構課長も意見聞いてくださったりしたん

ですけど、住民さん、細かな不安も多々あるんですが、中でもやっぱり説明会で

もあったように通学路の安全が保てるかというのがやっぱり地元としてはすごく

声が大きかったなと思うんです。その点はどうなんでしょうか。答弁お願いしま

す。

まちづくり課長 今言われましたように、地元の協議員さんとの説明会におきましても非常に

ご心配されていたことだと思っております。

町といたしましては、福崎駅田原線、こちら幅員２．５メートルの歩道、こち

らが両側にできますので、ある程度の安全性は確保できていると考えております。

ただ、片側３メートルの二車線道路でございます。その道路の横断時につきまし

ては危険を伴うということもございますので、県の公安委員会とも十分に協議を

していきながら、それらの安全性の確保に向け、例えば横断歩道の設置など、そ

ういった要望は強く行っていきたいというふうに考えております。

植岡茂和議員 本当に強く願います。よく知恵を出していただいて、子どもたちが危険を感じ

るようなことがないように本当にしていけたらなと思いますんで。やっぱり結構、

地元地区はちょっと元気な子どもが多過ぎて、交通量が増えると、やっぱりちょ

っと地元の人はすごく不安が大きいんですね。なんでやっぱり、歩道が広いから

逆に歩道で遊びだすということもいっぱい考えられると地元区長さんも話してた

んですが、そういうことも踏まえて、本当にちょっと公安と密に話していただい

て、よりよい形を取れるようにお願いしたいと思います。

また１０メートル以上の幅がある道路ができるわけなんで、田んぼを潰しての

工事になりますので、やはり近年の局地的な豪雨に対する不安も地元はすごく抱

えています。道路の分の排水が村中に影響するのではという不安が大きくて、そ

ういう水路に関しても地元の意見を聞いていただきたいと思いますが、どうでし

ょうか。

まちづくり課長 こちらにつきましても、以前よりご心配またご意見をいただいているところ

であります。前回も申しましたが、大雨などの降雨時、こちらなどの状況につき

ましては、やはり地元の方々が一番ご存じだというふうに思います。そのご意見

をいただきまして、一部計画を変更させていただいたところもございますし、今

後も現況の雨水排水、こちらなども考慮させていただきながらにはなるんですが、

協議させていただいて、その結果、可能なことであれば設計のほうに反映させて

いただきたいというふうに考えております。
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植岡茂和議員 何度か立ち合いはしていただいているんですが、やっぱり何度か、何度かとい

うか、何度もちょっと見ていただかないと、やっぱり全部の水路を把握している

人ってもう地元にも少なくなって、やっぱり見よったら、これこっちにつながっ

とんかみたいなんがまた今出てきよんのが事実なんですよね。なんで、説明会等

でも担当課がすごく丁寧な資料作ってくださっているんですけど、あの図面やあ

んなんを見てもやっぱりちょっと地元の協議員のおっちゃんらも、おっちゃんら

言うたらあかんな、あの人らもちょっとやっぱりぴんと来ないというのが事実な

んですね。見よって、だからもう大変なのも分かるんですけど、足を運んで、こ

この水をこういうふうになるよ、こういうふうになるよみたいな説明がないと、

やっぱりイメージが湧いてないみたいで。これが、それで良い、それでいこうや

みたいになってしまいますと、今度、雨が降ったときにまたちょっと災害が起き

ると、設計のときにどうやったんやということになりかねんので、そういうふう

な事態は避けたいなと思っているんでね。またちょっとお手数ですが、何度も話

合いしていただけたらなというふうには思っています。できる限り、地元の声を

聞いていただきたいなと思っています。

この福崎駅田原線、水路との高低差もかなり出る部分もあるんですが、これか

ら先、管理していく上で溝掃除等のときにすごく不便な分も出てくるんかなと思

うんで、そういうちょっと道の下をくぐるようなものをつくってほしいとか、上

がるはしご欲しいみたいな意見も出るんは出るんでね。そういう意見の反映はで

きるのかどうか。ちょっと答弁お願いします。

まちづくり課長 この維持管理につきましては、整備後も地元に実施していただくこととなっ

てきます。この工事に対します費用対効果、こちらなども考慮させていただきな

がら、維持管理につきましてはできるだけ省力化などができるように地元と調整

して、可能であれば反映はさせていただきたいというふうに考えております。

植岡茂和議員 まだいろいろ不安があるというのが、地元で不安があるというのがちょっと事

実あるんで、それが実態なんで、地元としては福崎が新たに発展していく一助に

と期待も大きい面もあり、この福崎駅田原線、馬田の農地も有効に活用していき

たいという言葉をよく町長が言ってくださるんですが、その町長の描く将来像的

なものをちょっと教えていただけたらなと思います。

町 長 私は町道福崎駅田原線が駅前のみならず、福崎町の活性化に大きく寄与するも

のと思っております。福崎町には交通核が二つあります。一つは東の核、中国縦

貫自動車道と播但連絡道路の福崎インターチェンジです。今はこのインターチェ

ンジ周辺が福崎町の中心となっています。もう一つの西の交通核が駅周辺整備事

業で生まれ変わったＪＲ福崎駅であります。この二つの交通核を連結することで、

福崎町はさらなる発展ができると信じております。

町道福崎駅田原線が開通しますと、ＪＲ福崎駅へのアクセスは格段に向上する

と思います。駅前に広がる農地はＪＲ福崎駅だけでなく、福崎インターチェンジ

へのアクセスも飛躍的に便利になります。駅前に広がる農地には若い世代の住宅

が建設され、合わせて商店が進出し、子どもたちの元気な声が響き渡る新しい町

が形成されるものと楽しみにしているところでございます。

植岡茂和議員 何といったらいいんやろ、全体的な将来像はすごく先ほどのように町長に何度

も聞かせていただいているんですけど、地元としては、駅すぐ近くら辺がどのよ

うな発展をしていったらええんか。どう聞いたらいいんやろうな。町長が思い描

いているのは、あの辺にそういう若い住宅やそういうのが建っていけばというこ

となんですけど、何て聞いたらいいんやろ。ちょっと次回に持ち越します。すみ

ません。
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地元馬田への気持ちをもっとすごく聞きたかったので、ちょっとそれをまた僕

も聞き方をちゃんと勉強して次にお願いしたいと思います。

こうやって質問させていただいていると、ちょっとやっぱりネガティブな感じ

になりがちなんですが、決してそういう何か指摘しよう、こうしようというそう

いう意味ではなくて、よりよい福崎にしたい気持ちがある人しかこの場にはいな

いので、ちょっと質問しよったら、ちょっと何かこんな何か意地悪言いよんなみ

たいな気分になってくるんですけど、そのようなことはないんで。これからもち

ょっともっと勉強して質問するようにします。

久しぶりに一番手で質問させていただいたので、ちょっとさっと早過ぎるんで

すが、本日多くの方が控えられているので、私の一般質問はこの辺で終わらせて

いただきます。ありがとうございました。

議 長 以上で、植岡茂和議員の一般質問を終わります。

次、２番目の質問者は、牛尾雅一議員であります。

質問の項目は

１、令和５年度当初予算案について

２、子育て支援施策について

３、男女共同参画社会の推進について

以上、牛尾議員。

牛尾雅一議員 議席番号６番、牛尾雅一でございます。議長の許可をいただき、一般質問をさ

せていただきます。

世間では物価上昇による生活圧迫、新型コロナウイルスの感染法上の位置づけ、

変更など、懸案事項も散見されます。こうした社会状況におきましては、住民の

皆様の安全安心な生活を守っていただくことが最も重要だと思っていますので、

それらに対応していただく施策について期待を込めて質問をさせていただきます。

まず、令和５年度当初予算案についてでございます。私たち議員に対しまして

は、本会議と予算審査特別委員会で説明がありましたが、一般の住民の方に対す

る説明ということも踏まえまして、当初予算案の編成方針についてお尋ねをいた

します。

福崎町における最大の課題は何であると考えられ、どの分野に最も重点を置か

れ、どのように予算を配分され、何に取り組まれようとされておられるのか。そ

の目的やビジョンについて説明をお願いいたします。

町 長 議会初日の冒頭の挨拶の中で、当初予算に関する私の思いは述べさせていただ

きました。もう一度ということですので、簡潔に述べさせていただきます。

今年度の主要な施策としては総合計画の見直しがあります。今後１０年間の福

崎町の将来の道筋を住民の皆様との参画と協働でつくってまいります。

福崎町の課題ということでありますが、一番の課題は少子高齢、人口減少問題

だと思います。ここに来て、福崎町も人口減少が顕著になってまいりました。そ

の対応策としては、福崎町の特徴を生かし、町の魅力を高めて、福崎町に住みた

い、住み続けたい、福崎町で子育てがしたい、そう思っていただけるまちづくり

を進めることに尽きると思っています。

そのために重要な施策はといいますと、教育環境の充実と子育て支援だと考え

ています。引き続き、小学校のトイレ改修工事を行い、子どもたちに快適な教育

環境を提供いたします。子育て支援については、給食材料代の値上がり分を町で

補填する予算としており、給食費を据え置いています。

２点目は災害に強い安全安心のまちづくりです。気候変動の影響で台風は大型

化、集中豪雨が頻発化しています。公共下水道の雨水幹線工事を着実に進めてま



－8－

いります。

３点目は都市計画の緩和です。１０年以上住んでいた方が地元に戻ってくるこ

とができる地縁者住宅に加えて、誰でもが住むことができる新規住宅区域の見直

しを自治会の要望を聞きながら進めてまいります。

４点目はＪＲ福崎駅へのアクセス道路の強化です。町道福崎駅田原線、町道千

束新町線の道路改良を進めてまいります。

これらに関する当初予算は、福崎町第５次総合計画の将来像であります「活力

にあふれ、風格のある住みよい町の実現」を目指したものとしております。

牛尾雅一議員 今、町長から丁寧なる説明をいただきまして、この４点のすばらしい点ですか

らぜひ取り組んでいただいて実現をしていただきまして、福崎町の発展につなげ

ていただけますよう最大限の取組をお願いいたしまして、次の質問に移させてい

ただきます。

第６次総合計画の策定に当たりましては業務委託が予定されておりますが、ど

のような業務内容になるんでしょうか。お尋ねをいたします。

企画財政課長 令和４年度は、住民アンケート調査、集計、将来人口推計、各種会議支援を行

います。令和５年度は、基本構想、基本計画の策定支援、各種会議支援、原稿デ

ータ作成業務を行います。

牛尾雅一議員 広範囲にわたる計画の策定でございますので、業務の効率化ということもあり

ますので、専門的な分野につきましてはコンサル会社にお願いされると思います

けれども、やはり我が町のことでございますので、言わば、自分のこと、自分事

として町職員の皆さんや住民の方々が主体的に参加されることが大事じゃないか

と思っております。

策定におきます職員の方の役割はどのようなものになっているのか。お尋ねを

いたします。

企画財政課長 幹部職員で構成される策定委員会、また策定委員会の補助機関として設置され

るワーキンググループが策定作業の主な実働体となり、職員の持っている知識を

発揮するとともに、この計画を実行、実現する中心となるのは自分たちであると

いう自覚を持って従事することとなります。

また、計画の策定には職員全てが一丸となって取り組む必要があり、ワーキン

ググループ員でなくても積極的に関わっていくこととしております。

牛尾雅一議員 ありがとうございます。また、住民の方とか企業の方の意見を反映させるため

にどのような工夫をされておりますか。お尋ねをいたします。

企画財政課長 住民アンケート調査の対象を全世帯６，１８７世帯及び町内の企業、正社員５

０名以上の企業１６社２００名、神戸医療未来大学の学生１００名とし、また小

学校５年生及び中学２年生約３００人にも意見を聞く機会を設け、年代や町内外

の幅を持たせることにより、広い視野から意見を徴することとしております。

これらのアンケート結果を計画内の施策、取組や目標値の設定に反映させてい

きたいと考えております。

牛尾雅一議員 私、実施不足ということで、アンケートは町内の方だけかと思っとったんです

が、今お聞きしますと、町外、企業でよそからというんですか、町外から勤務さ

れている方とか、また大学ですね。よそから、ほかの都市からも来られている方

のアンケートも取られて、意見も聞かれるというなんで、やはり中だけでなく外

部からの人の意見も非常に参考になるんじゃないかと思ったので、よい取組だと

いうふうに感じました。

次に、人口減少ということが町長も言われましたように、今、国を挙げて最大

の問題というんですか、最大の関心事でございます。それで人口減少対策に関す
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る事業についてお尋ねをいたします。

この春も高校や大学を卒業された若者が進学や就職で一旦福崎町を出ていかれ

ることは仕方がないことでございますが、またＵターンで帰ってきたいと思える

ようになる工夫は何かあるのでしょうか。

企画財政課長 令和５年度予算では空き家等対策計画を策定し、空き家の利活用について検討

を行います。また、特別指定区域について、地縁者住宅区域、新規居住者区域の

見直しを行うとともに、就業等促進移住支援金や創業支援補助金により、ＵＩＪ

ターンのしやすい環境の推進を図ります。

牛尾雅一議員 ぜひ、その若者が帰ってきやすい、また他の市町の方も福崎町が移住したい町、

兵庫県下でナンバーワンということで以前町長からも説明を聞きました。ぜひそ

のようになることを、移住の方々が増えて、福崎町がより活力のある町になるこ

とを期待をしております。

次に、地方創生に関する事業についてお尋ねをいたします。

今回、企業版ふるさと納税について基金を積み立てることができるように条例

をつくられますが、これはどのような企業からの寄附を想定されているのでしょ

うか。また、福崎町には工業団地や企業団地がありますが、町内に本社がある企

業は寄附対象外であると思われます。町外企業から寄附を募るためのアイデアは

何かあるんでしょうか。

企画財政課長 本町の地方創生に係るまち・ひと・しごと創生総合戦略プロジェクト事業に賛

同し、福崎町を応援しようとされる町外に本社を有する企業からの寄附を想定し

ています。

また、専門的な事業者に委託し、そのノウハウを活用しながら、より効果的に

町の地方創生事業へのＰＲと理解を得て、ご支援いただける企業を探します。町

内の工業団地で創業する大手の企業には直接訪問し、企業版ふるさと納税制度を

説明した上、ご支援をいただこうと考えております。

牛尾雅一議員 ぜひ積極的にしていただきまして、多くの企業版ふるさと納税によりまして、

町内が活性するということを期待をしておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。

次に、国の地方創生に関する事業は地方の人口減少、少子高齢化を是正する起

爆剤になり得る可能性のあるものと考えますが、どのようにお考えでしょうか。

お尋ねをいたします。

企画財政課長 国の地方創生に関する事業は令和５年度からデジタル田園都市国家構想交付金

の地方創生推進タイプ、地方創生拠点整備タイプ、デジタル実装タイプの３タイ

プになります。対象事業は町の総合戦略に位置づけられた事業全般のソフト、ハ

ード事業とデジタルを活用した地域の課題解決、魅力向上に関するもので、事業

実施には非常に有効なものであると考えます。

令和５年度はデジタル実装タイプで、予防接種問診システム、健康管理システ

ム連携と認定こども園ＩＣＴ化推進事業を申請しまして、交付金の内示を受けて

おります。今後もこの交付金事業の活用を検討してまいります。

牛尾雅一議員 答弁ありがとうございます。地方創生に関する事業は地方の人口減少、少子高

齢化の是正のみならず、小さな町が抱える諸問題を解決できるチャンスと考えま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

次に、子育て支援施策についてお尋ねをいたします。先日の報道でありました

とおり、２０２２年の出生数が８０万人を割り込み、予想よりも速いペースで少

子化が進行をしております。国は異次元の少子化対策と称されまして、議論を進

められておりますけれども、その具体的な中身はまだ見えて来ておりません。自
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治体独自の判断で子育て支援の拡充が必要ではないかと考えますが、いかがお考

えでしょうか。

企画財政課長 令和５年度予算では、町独自の新規事業といたしまして、不妊治療費助成事業

や、公立認定こども園保育業務支援システム導入事業、学校給食材料代高騰分の

町負担など出生数の増加や子育て支援に対する事業を予算化しております。

牛尾雅一議員 今、どういうんですかね、ロシアとウクライナの侵攻ということがありまして、

非常に原油というんですか、すごく高騰、それによる電気代の高騰とか非常に住

民の方に、企業もそうですけど、非常に大変なときでございます。今、給食費の

材料費の分を町がということなんですが、それも含めまして、この後また給食費

の無料化ということでもお聞きするんですが、さらなる支援というんですか、そ

れもお願いしたいと思います。

令和５年度の認定こども園の保育業務支援システムの導入についてお尋ねをい

たします。このシステムはどのようなもので、また導入経過に至られた経緯をご

説明をお願いいたします。

学校教育課長 システムを導入することで保育教諭の業務軽減を図り、園児と関わる時間を確

保していくことで、保育の質の向上を図るとともに、保護者との総合連絡などに

おける利便性の向上を図っていきます。具体的にデジタル化をするものといたし

ましては、園児の登降園管理、保護者からの欠席連絡、園からの園だより、クラ

スだより、お知らせを配信いたします。保育教諭が作成する指導計画をデジタル

化し、システム上で共有や引継ぎを行うことで業務の効率化を図ります。

また、導入に至った経緯ということですが、全国的にデジタル化が進み始めて

いるという認識でありましたが、令和３年度に町内私立園で補助金を活用して導

入されたこともありまして、公立園でもデジタル化を進め、保育の質の向上を進

めることにいたしました。

牛尾雅一議員 今、説明を聞きまして、その保育士さんの園児に向き合っていただく時間が増

える、保育士さんの負担が軽減されるということで、よりよい質の保育につなが

るシステムと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

次に、公立中学校の休日部活動の地域移行についてでございます。この４月か

ら制度が開始するようでございますが、先日の神戸新聞の報道では、令和５年度

に着手するのは兵庫県県下４１市町のうち２市町だとのことでございました。福

崎町ではどのように検討をされているのかお尋ねをいたします。

学校教育課長 福崎町では令和５年度は部活動支援員配置事業を継続しながら、部活動検討委

員会を設置いたしまして、休日の運動部活動の地域移行について、スポーツ関係

団体様と意見協議、調整を行い、生徒、保護者、教員の意見も含めた情報共有と

整理などを行う予定にしております。

並行しまして、学校の教職員が継続して指導することを希望した場合の兼職兼

業についての検討も進めたいと考えております。

牛尾雅一議員 今、説明もらいました。それで、この制度を活用されるということで生まれま

すメリットとデメリットについて、どのようにお考えなのかお尋ねいたします。

学校教育課長 まずメリットを二つ挙げます。メリットの一つ目は専門知識を持った指導者に

よる指導の質向上であります。これまで全ての部活動において、経験のある教員

が受け持ってきたとは限らず、競技や指導の経験がない教員が指導していった場

合などもあります。メリットの二つ目は教員の負担軽減であります。現在の部活

動では、その学校に務める教員が時間外活動として顧問を担当しており、部活動

指導がなくなれば、授業準備や担任クラスにおける業務などに専念することがで

きると考えます。
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一方、デメリットを三つ考えております。デメリットの一つ目です。教員と生

徒の心のつながりが希薄になる懸念があります。デメリット二つ目は人材の確保

です。地域において部活動の受け皿となる団体の運営、指導人材の確保など、

様々な課題が想定されます。デメリットの三つ目は保護者の金銭的負担に関する

ことです。これまでの部活動は学校で教員が部活動の指導を行っていたため、保

護者による部活動指導への金銭的負担はほとんどなかったと思います。地域移行

後は指導者に報酬を支払うことが想定されます。

牛尾雅一議員 今、メリットということで、専門的知識を持たれた実際に学生時代とか、また

社会に出られても、そういう種目いうんですか、部活の種目を実際された方で指

導していただくということで、生徒さんの非常に習得されて、非常に種目という

んですか、その能力いうんですか、その向上につながるということが一番のこと

と、それと同じく一番ということで、先生の負担が軽減されましたら、思春期の

中学生の子どもさんのより向き合って、心の通じる教育というんですか、関係を

持っていただくということで、今いろんな思春期、難しい時期ですので、子ども

さんにとっては運動だけでなく、非常に大きな意味のある地域移行だと思います

ので、非常に人材の確保とかいろんな問題もあるんですが、ぜひ成功というんで

すか、うまくいくようにご努力をしていただきたいというふうに思います。

この制度につきまして、学校はまた顧問の、今まで部活の顧問をされる先生と

か部活に参加をされる生徒さんはどのように反応というんですか、どのように思

われているのかお尋ねをいたします。

学校教育課長 現在のところ、生徒や教職員の意見集約はしておりませんが、令和５年度にお

いてアンケート調査を行う予定にしております。その中で、生徒が望む競技や練

習場所などの生徒の要望や顧問の先生方が部活動への関わり方をどう考えている

かなどの意見を聞きたいと考えております。それらの要望や意見を部活動検討委

員会での議論に反映させながら、福崎町における部活動の地域移行を進めていき

たいと考えております。

牛尾雅一議員 よろしくお願いしたいと思います。

続きまして、現在は給食材料を地産地消ということで、各町内の営農組織の方

とか大規模農家の方とか、また一般の方のそうなんですが、給食センターに地産

地消ということで品物を納めてもらっとんですけども、地域の農業生産者さんを

支援していくという観点からも地産地消にそのパーセントを上げていくというこ

とが大事じゃないかと。町内の方が作られる、顔の見える生産者の方が作られる

新鮮な野菜を給食材料に使ってもらうということと、地域の農業の関係者の方の

支援という観点からも地産地消を高めていくと、大事と思うんですけども、その

取組は何か検討されているのかお尋ねをいたします。

学校教育課長 給食における令和３年度の地産地消率は４３％で、令和２年度よりも１０．

４％減となりました。その主な理由は、地元生産者の経営方針の転換、天候不順、

鳥獣被害などにより収穫量が減ったことによる給食センターへの納品が減ったた

めであります。令和４年度２月末集計の地産地消率は４６．９％で、令和３年度

の２月末よりも３．９％増となっております。

地産地消率を高めていく取組ということでありますが、給食センターでは地元

生産者といわゆる役場の関係部署、給食センター、農林振興課で地産地消検討会

を８月に開催し、給食センターが納品してほしい野菜、生産者が作る野菜等の話

合いを行いました。給食センターで献立を立て、使用する野菜の品目、数量を決

定しましたら、農林振興課を通じて地元生産者から納品できる品目、数量を納品

していただきます。給食センターでは地元生産者を優先し、納品可能な限り納品
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していただいております。また、納品できそうなものの収穫が認める場合、地元

生産者が農林振興課に随時連絡を入れ、農林振興課は給食センターに連絡をし、

給食センターは献立に品目を追加可能ならば追加をしている状況であります。

牛尾雅一議員 ありがとうございます。私、思うんですが、年間を通して供給をしてもらえる

という保管施設とかいうんですか、そういうようなものを支援していただいてあ

りましたら、結局、一時に同じキュウリとか山芋、タマネギもそうですけど、一

時にたくさん採れるんですけど、それを保管するところ、適当な温度でというん

ですか、ない場合は傷んでしまうということで、地産地消率がたくさんニンジン

とかタマネギとかジャガイモと、そういうたくさん作られるようなものが年間を

通して供給してもらえるようなシステムができましたら、これもっともっと上が

るんじゃないかとも思います。ぜひ、そこらまた検討をしていただきたいと思い

ます。

次に、先ほどちょっとその給食費の材料費を町が負担をしていただいていると

いうことなんですが、近隣の市町、市ですか、見ましたら、給食費の完全無償化

をされているところも多々あります。また、直近の報道によりますと、国が給食

費などの、全国の給食費の無償化を検討されているというふうに報じられており

ます。福崎町とされまして、その給食費の無償化というのはどのようにお考えな

のか、お尋ねをいたします。

学校教育課長 給食費の無償化、各市町の状況については把握しておりますが、その給食費の

無償化につきましては、福崎町として関心を持っておりますが、財源の裏づけが

必要であると考えております。

牛尾雅一議員 国が無償化に力を入れておられますので、国の動向を見ていただきまして、給

食費だけじゃないんですけど、今、非常に生活費というんですか、思わぬような

値上がりに皆困っておられます。また、その子育て世帯との家庭にとりましては、

ご夫婦がともに正職というんですか、正規社員で働かれていない家庭も多々ある

と思いますので、そこらあたりを考えていただきまして、ぜひ善処していただき

たいと思います。

続きまして、学童保育の支援についてでございますけれども、学童保育の利用

率はどのようになっているのか、お尋ねをいたします。

学校教育課長 学童保育の利用状況ですが、令和３年度の状況になります。夏休みを除くふだ

んの月における平均利用者数は西部学童で４０人、東部で５３人であります。登

録者数は令和４年度になりますが、西部が１２６人、東部が１２８人ですので、

利用率としましては西部が３２％、東部が４１％。近年も大体このような数値で

推移しております。

牛尾雅一議員 非常に割と多くの方、多くの家庭がやはり、昔でしたら二世帯ということで、

二世帯、三世帯でおじいちゃんが子どもが帰ってきたら宿題を見たり、いろんな

ことで関わって、生活というんですか、成り立っとったんですが、今は核家族化

も進んでいますので、学童保育、放課後教室もそうなんですが、非常に大きな意

味を持つ事業というんですか、でございます。

ということで、国も非常に子育て世帯に力を入れるということを発表されてお

りますので、この学童保育が充実して、子どもさんを健全に守るというんですか、

健全に育てるという意味で非常にいいと思います。そして以前は、昔、私らの小

さいときは家におられる高齢者、お年寄りの方が近所で遊んでおりましたら、ち

ょっとこんなことで何か昔の遊び方というんですか、何かいろんなことを教えて

くださったりとかというようなこともありました。ですんで、今、老人会さんは

非常に元気な方もたくさんおられて、子どもの下校時の見守りにも多く何か加わ
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っていただいております。

私、個人的にちょっと思ったんですが、学童保育を充実、そしてまた１週間に

１回とか月１回でも地元の公民館とかを活用していただきまして、老人会さんと

タイアップというんですか、地域で子どもを育てるというふうなことで、ぜひお

年寄りのお力を借りて、地域でそういうことができましたら、高齢者の方、また

生きがいというんですか、子どもたちに関わることで元気を子どもさんにもらい

ますみたいなことをよく報道とかでも聞きますんで、どちらにとってもいいこと

なんで、そういうようなことがまたできたらなと思います。町としてもまたそう

いうふうな情報提供なり、そういうことを考えていただけたらなと思います。こ

れは働く女性を支援するという観点から非常に、また子どもを健全に育てて地域

に貢献してもらえる子ども、地域に愛着を持ってもらう子ども、ふるさとを大事

にする子どもにつながることでございますので、ぜひそうなればいいなというふ

うに考えておりますので、またよろしくお願いしたいと思います。

続きまして。

議 長 一般質問の途中ですが、休憩を取りたいと思います。

再開を１０時４５分といたします。

◇

休憩 午前１０時２８分

再開 午前１０時４３分

◇

議 長 会議を再開いたします。

牛尾雅一議員 ３番目の男女共同参画社会の推進ということで質問をさせていただきます。

令和５年度に仮称福崎女性応援ネットが設立の予定となっておりますが、これ

はどのようは団体というんですかね。その設立の目的とか活動内容についてお尋

ねをいたします。

社会教育課長 この仮称福崎女性応援ネットと申しますのは、性別を問わず多様なライフスタ

イルの方々が業種やキャリアの垣根を越えて連携、協働して、意見交換や情報交

換、研究を行い、女性の活躍を推進することを目的とする団体でございます。

主な活動内容としましては、男女共同参画女性活躍推進をテーマとしました勉

強会、研修会、講演会、相談会などの開催を計画されております。

牛尾雅一議員 今まで女性委員会とか女性だけとかというような委員会もありましたが、この

たび男女どちらもとか、性別を問わずということで、非常にいい取組かと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

国は女性の社会進出を支援すると常々言われておりまして、組織における女性

管理職の登用率というのを３０％をという数値目標を上げておりますけれども、

福崎町役場におけます女性管理職さんが登用率はどのようなものかお尋ねをいた

します。

総 務 課 長 令和２年３月に策定いたしました仕事と家庭の両立、女性活躍推進のための

福崎町第２次特定事業主行動計画後期基本計画におきまして、女性の管理職への

登用を進めるために、可能な範囲で女性職員を多様なポストに積極的に配置し、

幅広い職務を経験できるよう配慮することや、計画の目標として令和７年度まで

に管理職における女性の割合を１３％から２０％にすることを掲げております。

これらを踏まえ、女性職員を積極的に管理職に登用し、令和４年度では２２．

２％となっているところでございます。

牛尾雅一議員 女性を、家庭があられて管理職というのは、今ここにおられる皆さんが非常に

大変な業務で時間的にも非常に長時間になられるということもあるので、女性が



－14－

国が言われる３０％というのは非常に高い数値というふうに思います。

町は１３％を２０％に、令和７年度までということを考えておられましたが、

今の答弁で、令和４年度に２２．２％ということで、非常にすばらしい数字だと

いうふうに思っております。年齢に関係なく、能力や意欲のある女性職員さんが

評価をされて管理職への昇任とか管理職へ登用されるということで、女性目線の

政策立案とか組織の活性化にもつながるのではと思います。そういうことで非常

に、まず男性がもうすばらしいんですよ。すばらしいですけど、男女のいろんな

思いとかいろいろありますので、違いがありますので、非常に女性がこのように

多く昇任というんですか、２２．２％という数字を聞きましたので、非常にいい

ことだと思っております。

町としても当然そのように答弁くださりますので、またそれはちょっと飛ばし

まして、続きまして、会計年度任用職員様等の非正規の職員の方々の処遇につい

てお尋ねをいたします。

昨年の１２月に町議会に対しまして、公務非正規女性全国ネットワーク「はむ

ねっと」という団体から、会計年度任用職員の方の不安定雇用問題に対する要望

書という陳情が提出されました。これは全国の地方自治体で働く女性の非正規公

務員の方の処遇改善を要望する内容でございました。こうした内容は報道でも

度々耳にいたしますが、福崎町役場における正規職員の方と非正規職員の方、会

計年度任用職員さんとかアルバイトさんなどの割合、それらのまた男女比はどの

ようなものなのかお尋ねをいたします。

総 務 課 長 令和４年度の正規職員と非正規職員、会計年度任用職員等の割合でございま

す。正規職員は１５４人で全体に占める割合が３０．９％、非正規職員のうち会

計年度任用職員と旧の嘱託職員ですね、それからの月給で働いていただいている

会計年度任用職員、それから臨時職員、これらの割合は人数が７４人で割合が１

４．９％、あと非正規職員のうち時給で働いていただいている旧のアルバイトの

方は２７０人で５４．２％というような構成となっております。

それぞれの男女比でございます。正規職員は男性が５１．９％、女性が４８．

１％、非正規職員のうち月給で働いていただいている会計年度任用職員と臨時職

員、この割合ですが、男性が２３．０％、女性が７７．０％。ここまででトータ

ル、つまり月給で働いていただいている職員のトータルをしますと、男性が４２．

５％、女性は５７．５％という割合となります。あと残り、時給で働いていただ

いております会計年度任用職員の非正規職員は男性１７．８％、女性は８２．

２％となっているところでございます。

牛尾雅一議員 以前から総務省さんの通達というんですか、そういうことで正規職員の方が少

なくして、非正規というんですか、そういう方を頑張ってもらって、役場の財政

上のことをということで、正規の方がたくさん、今、報告のようになったと思う

んですけど、国、総務省さんが規定される正職員、職員定数については福崎町は

この１５４人というのはどのようなものなのか、お尋ねをいたします。

総 務 課 長 福崎町職員定数条例で定めております定数につきまして、正職員は福崎町で

は１７０人と定めておるところでございます。

牛尾雅一議員 またその業務の量とかいろいろありましたら、この１７０人ということを今、

報告いただきましたので、この会計年度任用職員さんというんですか、非正規の

方でも長年というんですか、正規職員と同じような分野で仕事をされておられる

方もあるんじゃないかと思っております。正規職員さんと非正規職員さんで待遇

の差があるというのは、職責とか職務内容から言えば当然なことでございます。

それはそうなんですが、非正規職員さんでも正職員さんと同じような勤務をされ
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る、経験とかいろいろあって、そういう方についてはこの１７０人という枠で、

まだもう少し１６人という枠がございますので、正規職員に登用されなくても、

その方々につきましては報酬や手当、またいろんな休暇制度とか福祉厚生などの

支援を正規の職員さんに近づけていただけるというようなことを思っております

けれども、いかがでしょうか。

総 務 課 長 会計年度任用職員制度につきましては、令和元年までの従前の制度が不明確

であったということで、各地方公共団体において任用、勤務条件等に関する取扱

いの統一的なものを国のほうで定めて制度的な基盤を構築することにより、各地

方公共団体における非常勤職員の適切な運用を確保するためにできた制度でござ

います。給料、報酬につきましても、基本的には同一労働、同一賃金という考え

方から正規職員と類似する職務を基礎として定められた制度となっているところ

でございます。

また、処遇改善ということでございますけども、保育教諭、学童保育園指導員

につきましては、令和４年の２月から保育士、幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事

業及び放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の補助金を活用して、報酬の

３％程度のアップも実施しているところでございます。

今後も補助金の活用、積極的な活用なども進めながら処遇改善に努めてまいり

たいと思います。なお、休暇制度につきましては、福崎町では国以上の処遇とな

っているところでございます。

牛尾雅一議員 今、説明を聞きまして、保育教諭の方は人手不足ということでなかなか募集を

町がされても、募集された人数が応募がなかったとかそういうようなこともあっ

たのでございますが、今いろいろ改善をしていただいてまして、今度どういうん

ですか、勤勉手当というんですか、国は令和６年度から会計年度任用職員の方に

も勤勉手当を支給することが閣議決定されております。そうした動向も踏まえま

して、福崎町では今、言われましたように、会計年度任用職員の方々の働きに応

じて、いろんなことを、手当とかそれを評価されて導入をしていただいていると

いうことが分かりました。引き続き、同一労働、同一賃金という国のそういう観

点もありますので、できる限りその非正規の方の処遇改善をしていただくことを

願いまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

議 長 以上で、牛尾雅一議員の一般質問を終わります。

次、３番目の質問者は、石川 治議員であります。

質問の項目は

１、市川右岸の無堤区間の解消について

２、中播磨（市川流域圏）地域総合治水推進計画について

３、小学生のランドセル補助について

４、野良猫の不妊・去勢手術補助金について

以上、石川議員。

石川 治議員 議席番号２番、石川 治でございます。早速ですが、議長の許可をいただき、

通告書に沿いまして一般質問をさせていただきます。何とぞよろしくお願いしま

す。

それでは通告書の第１に入らせていただきます。市川右岸の無堤区間の解消に

ついてであります。昨年度の一般質問におきまして、七種川合流付近のピンポイ

ントでしか浚渫工事がなされていないということを質問をさせていただきました。

ところが、今年に入ってからまた動きがありまして、神崎橋から福崎大橋までの

間において市川左岸の浚渫工事が完了いたしました。それでその工事が終わった

箇所を見ますと、左岸の土盛りがしっかりと段をなしており、その後ろには堤防
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もあって、すばらしいものとなっております。

ただ、そこから西側の右岸を見ますと、神崎橋から南へ向かい、七種川合流付

近まで堤防はありません。福崎町防災マップの洪水、土砂災害編において、この

無提区間の洪水浸水想定区域としては、水浸目安が３メートルから５メートルと

なっております。

市川右岸における無提区間の解消につきまして、県土木への堤防増設の要望は

してあるのでしょうか。今後５０年に一度とか言われるような豪雨災害が出た場

合、市川左岸においては河岸段丘となっている上に、堤防が完備しておりますの

で問題はないと思われますが、川西地区においては、決壊すればかなりの範囲に

及ぶ相当な被害が懸念されます。市川河川公園までで途切れている護岸整備です

が、公園から南における護岸整備の取組計画はどうなっているのでしょうか。お

尋ねをいたします。

まちづくり課長 まず要望ということでございますが、市川の改修、こちらは堤防という一か

所、一部の箇所として要望しているのではなく、市川全域の河川改修事業計画、

これが姫路の砥堀辺りですか、は工事をしているんですが、姫路市内でしかない

ものですので、この河川改修事業計画の推進に対して要望は行っております。

この要望につきましては、町長からの県知事また中播磨県民センター長などへ

の要望活動はもちろんのことでございますが、国また県などの予算編成に対しま

しても、西播磨市町長会でございますとか、西播磨市町議長会、こちらからも要

望書を提出させていただいているところでございます。

無提区間の計画また河川、そこらの公園の計画でございますが、まずはこの河

川改修事業計画、こちらを福崎町内でも県で立てていただいた上での初めての工

事ということになってございますので、先ほど申しましたように、この河川改修

事業計画、こちらの推進に対して要望を行っているところでございます。

石川 治議員 そうしますと、その河川改修事業計画という分におきましては、無提区間の解

消についてということについても、当然、要望はなされているというふうに受け

取ってよろしいんでしょうか。

まちづくり課長 この河川改修の事業計画というものでございますが、この市川水系、こちら

では平成２２年度に県のほうでこの河川整備計画というものが策定されています。

ただ、先ほど申しましたように、現在は下流域の姫路市域までとなってございま

す。今後、そちらの改修が終わりますと、随時、上流、福崎町内でのこの河川改

修河川整備計画が策定されていることとなってきますので、今現在、堤防の間を

どうするといったような具体的な計画はございませんが、当然、河川の改修でご

ざいますので、そういった計画も合わせての要望となっております。

石川 治議員 そういったところも、以前には新町区における無提区間につきましては、定か

ではないんですけれども、霞提として新町区の田んぼを下流の洪水を防ぐための

遊水地としての役割、洪水の調節機能とも考えられるということも聞いたことも

あるんですけれども、この洪水調節機能につきましては、明治から昭和の田んぼ

があった時代の話でありまして、今現在、もう新町区では市街化区域としてどこ

でも宅地となり、また田んぼの数もかなり減ってきておりますので、もうこうい

うところには全く当てはまりません。

豪雨災害時に大きな氾濫被害を出さないためにも、早急に改めて県土木なり国

なりに護岸整備の取組等、良好な河川環境の創出を強く要望したいと思います。

よろしくお願いします。

次に、通告書の第２に移らせていただきます。中播磨（市川流域圏）地域総合

治水推進計画についてであります。平成２６年３月に策定されました県の事業計
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画におきまして、市街地が多く分布する地域では小学校や公民館に雨水貯留タン

クを設置するとともに、各戸貯留の補助についても検討するとされておりました

が、その後、どうなっておりますか。

上下水道課長 おっしゃるように、中播磨（市川流域圏）におきまして、地域総合治水浸水計

画というのがございます。住宅店舗等の雨水貯留施設について、各貯留に普及・

啓発を行うとともに、補助制度の創設について検討するということとしておりま

す。

雨水貯留タンクにつきましては、雨どい設置型と浄化槽転用型というものがご

ざいまして、その設置については、兵庫県下４１市町中１９市町で３万円程度の

助成金制度を設けております。この貯留効果を発揮させるためには、一旦タンク

に溜めた雨水を前もって雨が降る前にその都度放流しなければなりません。先行

して制度を設けています市町に聞いたところ、この作業の煩わしさから実施をし

ていただけるご家庭が少ないというふうに思われまして、申請件数も少ないとの

状況を聞いております。また近年、制度自体を廃止した市町も４市町ありまして、

県下でもなかなか思うように進んでいないのが現状であります。

こういったことから、本町としましては、浸水被害の軽減効果は限定的である

というふうに考えておりまして、今のところ助成金制度をつくる予定はございま

せん。しかしながら、引き続き研究はしていきたいというふうに考えております。

石川 治議員 先ほど３万円の補助をしている市町があるということ、半分もないんですけど

４９分の１９ということで、そういうところでの取組状況としては、今おっしゃ

るように、あまり、何ですか、効果が見えないということですか。

上下水道課長 市町に聞きましたところ、先行しておられる市町、効果が見えないということ

ははっきり申されておりません。ただ、先ほども申しましたように、恐らくそう

いう今言った、前もって貯留タンクから水を出すというような煩わしい作業がち

ょっと手かせ足かせとなって普及が進んでいないというようなことは聞いており

ます。

石川 治議員 各戸貯留だけでなしに、近年公民館を新築されました新町区、小谷区、福田区、

西光寺区、大門区ともに雨水貯留タンクは備わっていないと見ております。この

ような公共施設への補助というものについても、県から、また町からそういう広

報もされていなかったということでしょうか。

上下水道課長 特にこういう制度をつくる予定が今のところございませんので、そういった広

報等は行っておりませんし、先ほども申しましたように、費用対効果のところも

考えまして、これ補助金を出すとしますと、件数、福崎町内の各戸一つずつに申

請があったら補助を出すということになりますと、何千万円というような町の持

ち出しのお金もかかってきますので、そのあたりはちょっと慎重に考えておると

いうような現状でございます。

石川 治議員 次に、海抜ゼロメートル地帯であります福崎小学校について、雨水の校庭貯留

等は検討できませんでしょうか。過去に七種川が決壊したときに、校舎への浸水

被害等、すごいことになったことがありました。当時、私は小学校低学年でした

けれども、その光景を覚えております。県におかれましては、この計画は福崎高

校において検討するとなっておりましたが、その後、特にどういうふうになった

というのは聞いておりません。なお、姫路市においては、広嶺中学校で校庭貯留

の工事はもう既に完成をいたしております。こういったところについては、どう

いうふうにお考えでしょうか。

上下水道課長 福崎高校におきましては、県が平成２８年度に第２グラウンドで校庭貯留施設

を整備しております。工事内容につきましては、約３００メートルの側溝整備及
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びその周辺での小堤防構築とオリフィスの設置でございます。小堤防の高さは約

２０センチでございまして、約８００立米の雨水を一時的に貯留をいたします。

福崎小学校でも検討してはどうかというご質問でございますが、総合治水推進

計画では今のところ具体的な計画はありません。校庭に水を溜めるということで

ございますので、事業化するには学校関係者などのご理解や周辺水路への負荷を

どの程度軽減できるかというようなことなどの検証が必要であります。

現在は雨水対策として進めております、川すそと直谷第二雨水幹線の整備を優

先して行いたいというふうに考えております。

石川 治議員 ５０年に一度、１００年に一度というふうに、よく被害想定はされるもんなん

ですけれども、七種川、昔から暴れ川ですので、やっぱりそういったところも念

頭に置いていろいろと計画はしていただけたらと思いますので、今後ぜひご検討

いただけますようによろしくお願いをいたします。

それでは次に、通告書の第３に移らせていただきます。小学生のランドセル補

助についてであります。保護者への経済的負担でもありますランドセルの平均価

格の推移を見ますと、今から２０年前は３万５，０００円であったものが、今は

５万５，０００円となっております。ランドセルだけの重さも人工皮革や牛革の

平均１，３００グラムに対し、撥水加工のナイロン製にしますと、重さは５５０

グラムから９３０グラムとなっております。通学用軽量ランドセルを配付する市

町も出てきております。

アウトドア用品大手のモンベル製通学用バックパック、ワンパックという商品

が９３０グラムの分で出ております。これは富山県立山町、山形県村山市が配付

をされております。また茨城県では全４４市町村中１５市町村は合成皮革製のオ

リジナルランドセルを無償配布を４７年間継続中とのことで、中でも日立市は合

成皮革で重さ５５０グラムのオリジナルランドセルを４０年前から配付をされて

いるそうです。また、山口県防府市は９２０グラムの通学かばんを配付されてお

ります。近くでは大阪府摂津市がランドセル交換券を配付されております。軽量

ランドセルの配付につきまして、検討の余地はありますでしょうか。

学校教育課長 軽量ランドセルにつきまして、今、議員がおっしゃったような市町でそのよう

なことが行われていることを確認させていただきました。

福崎町におきましては、小学生のランドセル使用を強制しているものではあり

ませんし、お孫さんに対して、いろんなランドセルを買ってあげたいというよう

なお考えもあるご家庭もありますし、そのような様々な意見や考え方もあること

から、各ご家庭で選択して購入していただくことを継続していきたいと考えてお

ります。

石川 治議員 給食費の無償化につきましては、全学童生徒への毎月のことでもありますので、

予算措置上のハードルが高いと思うんですけれども、軽量のランドセルの配付と

いうことにつきましては、小学校１年生の入学時のみということもありますので、

取組への予算的なハードルは比較すると低いように考えますが、いかがでしょう。

なお、モンベル社の製品につきましては、立山町、村山市とも１万円程度で契

約をされているということなんですけれども、カタログを見ますと、一般販売で

税込み１万４，８５０円となっております。ちょうど予算時期でもありますので、

次期の令和６年度の予算を見据えての質問とさせていただいております。こうい

ったところにつきましては、教育委員会だけではなかなか難しいと思いますので、

町長、どういうふうにお考えでしょうか。

町 長 今、課長が答弁しましたように、ランドセルを無償配付している市町はあると

いうことは承知をいたしております。
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ただ、ランドセルもいろんなランドセル、それから軽量ランドセル、いろんな

種類があるということもお聞きしております。そうして、それをこのランドセル

一つを配付しますよということになりますと、いやいや私はもっと違うランドセ

ルが欲しいと言われるようなご家庭もあるのかなというふうなことを、ちょっと

今、お話を聞きながら思ったところでございます。いろんな選択肢を持ってもら

ったほうがいいのではないかなと、このように今のところはそのように思ってお

ります。

石川 治議員 昔、私らのときは中学校も普通の学生かばんで通学をしていたのが、今は東西

ともリュックサック型のかばんに変わっております。それが定着をしております

ので、小学生のランドセルについても同じように、すぐにこういうところについ

ては定着をするものかと思いますけれども、そういったところにつきましても、

ご家庭の経済的な負担等もお考えいただいて、また今後、十分にご検討いただけ

たらと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

それでは次に、通告書の第４に移らせていただきます。野良猫の不妊・去勢手

術の補助金についてであります。

人は猫派と犬派があるようで、私は犬派なんですけれども、いつの頃からか、

２月２２日がにゃんにゃんにゃんで猫の日となっておりました。何のことかなと

思って調べてみますと、猫の日実行委員会というものがありまして、それが１９

８７年に制定をされたようです。野良猫を至るところで見かけます。野良猫の不

妊・去勢手術をすることによって猫は大人しくなり、人間社会でも共生がしやす

くなるとのことです。一代限りの生を全うしてもらいつつ、子猫が産まれること

がなくなるから、自然と野良猫は減っていきます。ただし、正規の金額でいきま

すと、不妊手術は２万円、去勢手術でも１万５，０００円程度かかってしまいま

す。ただ、それを私の知り合いで、それを自前で対応してくれている方もおられ

ます。全国的にもいろんな市町村で取り組まれているところが増えてきておりま

す。町独自の補助金制度をというものを設けていただいて対応をするということ

は可能でしょうか。

住民生活課長 町では飼い犬の登録及び狂犬病予防接種に関する事務を担うのみで、それ以外

の犬猫に関する事務は政令指定都市の神戸市や中核市の姫路市を除きまして、兵

庫県の動物愛護センターの所管であります。

したがいまして、野良猫に関する相談に対しましては兵庫県の動物愛護センタ

ーのたつの支所を案内しております。調べますと、野良猫の不妊・去勢手術の補

助金制度を設けておりますのは、県下で１２市ございますが、町では今のところ

同様の補助は考えておりません。

石川 治議員 今、全国的に獣医さんの間でこの不妊・去勢手術をするためのボランティア団

体というのがあるようで、そちらのほうでは１匹当たり５，０００円でされてい

るようです。一度に、慣れた獣医さんでしたら、１日当たり４０匹を６時間かけ

て不妊・去勢手術をされているというような、そういう記事も見たことがあるん

ですけれども、そういうボランティアに入られている獣医さんがこの近辺におら

れましたら一番ありがたいと思うんですけれども、そういったときにもしも町で

５，０００円なら５，０００円の補助ができますよということであれば、またそ

ういう話も進めていきたいなと思うんですけれど、いかがでしょうか。

住民生活課長 狂犬病の予防注射の集合注射を始めまして、犬猫に関する事務は姫路の獣医師

会の協力を得ながら神崎郡３町、足並みそろえて行っております。不妊・去勢手

術ですね。そのような作業を担っていただけるような団体があるようでございま

したら、またその辺も検討したいというふうに考えております。
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石川 治議員 兵庫県でそういう方があるかどうかというのが、もう一つよく分からないんで

すけれども、全国では以前に朝日新聞に出ていたんですけれども、そういう野良

猫を減らす活動を４０年されている獣医師さんがおられるというふうになってお

りますので、こういう団体に入られている獣医さんをどこかで紹介をしていただ

くとか、今言われた姫路市のほうにお願いをするとか、だからそういったところ

で今後ご検討いただけたらと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

以上で、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。

議 長 以上で、石川 治議員の一般質問を終わります。

次、４番目の質問者は、河嶋重一郎議員であります。

質問の項目は

１、農業について

２、安全安心のまちづくりについて

３、観光について

以上、河嶋議員。

河嶋重一郎議員 議席番号５番、河嶋重一郎です。議長の許可を得まして、一般質問をさせて

いただきます。

まず、第１点目、農業についてでございます。耕作放棄地区及び相続土地国庫

帰属制度についてであります。耕作放棄地については空き家政策とも関連がござ

いますが、農地の所有者が亡くなられ、町外の非農家の子どもさんが農地を相続

されます。耕作がしにくいからと誰も借りてくれません。そこで、年に１回シル

バー人材センターに依頼して草刈りをしてもらっておられますが、面積も広いこ

とから１０万円ぐらい必要であると嘆いておられました。

お金を払って保全管理をしておられるこの方はまだよいのですが、田を相続し

たけれど管理ができない。タダでよいので誰かにもらってほしいとの相談を受け

たことがあります。その農地は２反ほどある補助整備された農振農用地ですが、

もう数年間管理がされておりません。そこで、広報ふくさき１月号、農業委員会

だよりに記事が載っていました相続土地国庫帰属法が令和５年４月２７日より始

まるとのことです。このような農地でも対象となるのでしょうか。お尋ねします。

農林振興課長 議員が例示されている農地につきましては、相続土地国庫帰属制度の対象にな

り得るものと思います。ただ、その農地について、田の一部に農業用の倉庫が建

っている、抵当権等の担保権や賃借権等の使用収益権が設定されている、隣接す

る土地の所有者との間で所有権の境界が争われている、このような場合には申請

ができない。申請の段階で直ちに却下されることになります。また、通常の管理

または処分を阻害する工作物や樹木等がある場合には、申請したとしましても帰

属の承認ができない土地となります。

河嶋重一郎議員 そこで、法務局に国への帰属を申請するには１０年分の土地管理費相当額の

負担金が必要とのことですが、具体的な金額等の目安は示されているのかどうか、

ちょっとお尋ねします。

農林振興課長 負担金の額は原則、宅地、田、畑の場合には面積にかかわらず、取得額２０万

円となっていますが、市街化区域または用途地域が指定されている地域内の宅地、

田、畑、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地また申請土地が

森林の場合、面積区分に応じた負担金の算定となります。

なお、議員が例示されている土地の場合、農振農用地でありますので、面積区

分により計算してみますと、２，０００平米の場合、１０年間の負担金は１８６

万８，０００円となります。

河嶋重一郎議員 相続農地が国に帰属された場合、国が直接草刈りなどの管理をしてくれると
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は考えにくいんですが、実際の農地の管理はどのようになるのか。せっかく新制

度なので活用しやすくしてもらいたいものですが、いかがですか。お尋ねします。

農林振興課長 農地の場合、農林水産大臣が管理することになります。実際には、近畿農政局

が管理することになります。具体的な管理内容等については分かりませんが、農

政局より業者へ委託し、草刈りなどが行われるものと思います。

河嶋重一郎議員 次ですけども、荒廃農地、荒れ果てた農地、現状に復帰しにくい農地、長年

の耕作放棄田の中にはほ場整備されていない山間や谷木の支援条件の悪い農地が

あります。昔は山の中の少しの平地でも開墾して稲作などを作っていましたが、

しかし、労働不足、水利がない、日当たりが悪い、鳥獣害がひどく作りにくいこ

とや米価の低迷等で放棄され、今では雑木が生い茂る農地として判別できないぐ

らい荒廃した田畑があります。町はこのような農地がどれぐらいあるのか把握し

ておられますか。

農林振興課長 現況が山林化しているような農地の全容は把握できておりませんが、令和４年

度農地パトロールにより把握している遊休農地は８．７ヘクタールであります。

河嶋重一郎議員 それでは、町はこのような農地を農地への復旧が困難な非農地として認定し、

計画的に植林への転換を図っていくというような考えはございませんか。お尋ね

します。

農林振興課長 令和５年度より始まります地域計画の作成に当たり、各地区と協議しながら農

業上の利用を行う区域と保全等を進める区域とに線引きすることができます。こ

の区域を定め、農山漁村活性化法に基づく活性化計画を作成することで植林や放

牧等を行うことができるようになりますが、山際のほんの数筆といったようなく

くりではなく、石段の土地として区域を定める必要があること、荒廃農地等の所

有者さんの理解を得るなど、地域での話合いにより合意形成を図る必要がござい

ます。

質問議員が言われていますように、農業委員会が農地への復旧が困難な農地を

非農用地として認定し、町が計画的に植林していくという、このような考えはご

ざいません。

河嶋重一郎議員 まだまだ荒廃農地が増えると考えられますので、その制度を考えていただく

ように要望しておきます。

次に、令和元年度から森林環境譲与税が創設され、令和４年度に森林所有者に

意向調査を行われたと思います。このような山あいの農地に復元困難な農地の所

有者にも意向調査を行って、植林などの希望がないのか確認する必要があると思

いますが、どうですか。もし、このような農地に復元が困難な荒廃農地を解消す

る方法として、森林環境譲与税を使い、苗木の補助などを行うのも有効だと思い

ますが、町の考えはどうですか。あわせて、農地を林地化する際の要件を満たし

た上のことですが、農地の林地化支援事業があるようですが、これらも含めた上

でのお尋ねします。

農林振興課長 森林環境譲与税は森林整備等が目的であるため農地は対象外となります。中山

間地域等直接支払制度では、地域での合意形成を図った上で、その交付金を活用

し、林地化を図ることができます。

農地の林地化支援事業についてですが、農山漁村振興交付金による支援としま

して、最適土地利用対策という事業がございます。内容としましては、保全すべ

き農地周辺部における荒廃農地等への低密度で見通しがよい計画的な植栽管理と

なっておりまして、令和４年度、国の補助内容としましては事業開始から最大５

年間の補助がありまして、初年度はソフト事業、計画事業や相互的体制整備等は

上限２５０万円、後年度は、種苗費、管理費等に９アール当たり５，０００円の
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補助となっております。また、ハード事業は補助率５０％となっております。

河嶋重一郎議員 分かりました。それでは次に入ります。

全国的に大変な問題となっております野生イノシシの豚熱についてお尋ねしま

す。令和４年８月２３日、福崎町内で野生イノシシ１頭の豚熱感染が判明しまし

た。その後、発生状況、イノシシによる農作物の被害状況、有害駆除への影響、

これからの対応等についてお尋ねします。

農林振興課長 令和４年度の発生状況についてですが、これまで３件、３頭の感染が確認され

ています。議員言われていますように、１頭目は令和４年８月２３日、八千種小

倉地区で、その後、２頭目は９月１日、西大貫地区で、３件目は１０月２６日、

余田地区で豚熱陽性であったことを確認しております。

猟友会の有害駆除活動によりますイノシシ捕獲頭数の推移ですが、令和３年度

９７頭に比べ、令和４年度は４５頭となっておりまして、捕獲頭数は約半減とな

っていまして、豚熱による影響が大きいものであったのではないかと個人的には

推測しております。

次に、イノシシによります農作物の被害状況についてですが、水稲における被

害面積、被害額は令和３年度４６５アール、３９４万４，９８１円に対しまして、

令和４年度は９７．４アール、７１万４５１円となっており、被害面積は約５分

の１に、被害額は約６分の１程度に激減しております。

それと、これからの対応等についてですが、８月２３日に福崎町で初めて豚熱

の感染が確認されて以降、感染拡大防止のため、感染確認地点から半径１０キロ

メートル圏内及び発生町内で捕獲活動を行う際には、衛生マニュアルに沿った車

両、人、物の洗浄及び消毒等の対策を、また当該県内で捕獲しました野生イノシ

シ等を県外へ持ち出さないようにするとともに、野生イノシシにおいて異常個体

を発見した場合には、福崎町または姫路農林振興事務所もしくは姫路家畜保健衛

生所に連絡していただくようになっておりまして、今後の対応につきまして、姫

路農林に確認したところ、同様の対応を当面の間、続けていただくとのことであ

ります。猟友会の皆様には大変ご苦労をおかけいたしますが、よろしくお願い申

し上げます。

河嶋重一郎議員 昨年度はそういう状態だったんですけども、今年度もし豚熱が収まっておれ

ば、異常繁殖、今年度について異常繁殖するおそれがありますので、役場のほう

も注視していただきたいと、こういうふうに思います。

続きまして、これも狩猟者の関係のことなんですけれども、狩猟者の育成施設

ですね。猟をするためのいろんなことを勉強する施設なんですけれども、兵庫県

は農林業に被害を与える野生動物の駆除を強化するために、狩猟者の育成拠点を

三木市内に整備していますが、施設の名称、概要、稼働予定等についてお尋ねし

ます。

農林振興課長 施設の名称は今のところ仮称でありますが、県立総合射撃場としております。

施設の概要ですが、敷地面積が約８０ヘクタールうち約１２ヘクタールを射撃場

に、また約６８ヘクタールをわなの実践研修等に活用される予定であります。

稼働予定ですが、整備着工は令和３年度で、令和５年度中のオープンを予定し

ておりましたが、県に聞いたところ、現段階では稼働予定日は決まっていないこ

とでありまして、令和６年度中を目指しているということであります。

河嶋重一郎議員 分かりました。

次に、安全安心のまちづくり、人口減少、少子高齢化対策の１点としまして、

空き家施策についてお尋ねします。空き家の利活用について最近相談を受けた件

がありますので、一般質問をさせていただきます。
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令和４年１２月議会において、同僚議員も一般質問をしておられましたが、ま

ちづくり課長の答弁では、令和４年９月現在の空き家数は３６２件で、年々増加

傾向にあるとのことでした。町長が力を入れられておる人口減少、少子高齢化対

策として空き家の活用は大変だと思っております。これから空き家の活用につい

て、町の考えをお聞きします。市街化調整区域にも多くの空き家があります。す

ぐに住める状態の空き家であればよいのですが、水回りを含め、大規模な改修を

しなければ居住することが難しい物件もあります。また、空き家の所有者が空き

家の周辺の農地も相続しており、相続人の高齢化などにより、その管理が十分で

ない場合も多く、集落の環境に悪影響を与えている場合もあると感じております。

私が相談を受けた空き家は、市街化調整区域内で、町土地利用計画の集落区域

から少し外れたところにあります。空き家自体は大変老朽化しておりますが、自

然豊かな周辺の環境が気に入り、ぜひ活用したいとのことでしたので、所有者の

方と話し合った結果、有利な条件で借りることができました。空き家の周辺は耕

作放棄田になっていましたが、これらの農地も畑として活用したいとのことでし

た。その空き家は将来的には住居としても利用したいが、まずは喫茶店やらこど

も食堂などをやりたいとのことです。

そこで、まちづくり課長に相談したところ、空き家を店舗にするなど利用する

場合は、土地計画法上の用途変更が必要となるが、集落区域から外れているため、

許可を受けるのは難しいとのことでした。

そこで質問ですが、市街化調整区域内で集落区域から外れていても、用途変更

の許可を受ける方法はないんでしょうか。お尋ねします。

まちづくり課長 その市街化調整区域内で、集落区域から外れていても用途変更の許可を受け

る方法とのことですが、空き家に対して言いますと、空き家活用特区制度という

ものがございます。この制度は以前にこの議会の一般質問においても取り上げて

いただいて制度となっておりますが、空き家の利用促進を目的とした制度となっ

ておりまして、この特区に指定されますと、空き家の所有者は町に対して空き家

情報を届け出る義務などが生じるわけではございますが、この空き家情報を基に

空き家の活用サポート、規制緩和また活用に対しての補助金の優遇などが受けら

れる、そういった制度でございます。

その規制緩和の中で、市街化調整区域の住宅の新築用途変更などがございまし

て、築１０年以上経過した空き家であれば、計画されていますようなカフェやホ

テルなどへの用途変更が可能となってきます。

この空き家活用特区制度でございますが、言われますように、人口減少対策や

市街化調整区域の活性化対策などにも非常に有効な施策であると思われることか

ら、現在、町長からも支持を受け、福崎町内でも活用できるよう兵庫県と積極的

な協議を進めているところでございます。

河嶋重一郎議員 それでは、人口減少と少子高齢化が急激に進む集落では、空き家が一戸でも

合法的に住宅や店舗に活用できるかどうか切実な問題なんです。都市計画法上の

手続が緩和されたとして、次に問題になるのが空き家のリフォームの資金です。

相談に来られた方は県のホームページを見て補助金を探されたそうです。令和４

年度は空き家活用支援事業がありましたが、令和５年度以降も補助制度が継続さ

れるのかどうか情報ありますか。お尋ねします。

まちづくり課長 この空き家活用支援事業でございますが、現在のところ、廃止等の情報はも

らっておりません。

河嶋重一郎議員 それでは、今、継続ということで理解してよろしいですか。

まちづくり課長 国、県のほうから廃止というのがございませんので、町としては継続されて



－24－

いるものというふうに考えております。

河嶋重一郎議員 聞くところによりますと、令和４年度までは県が活用の種類によって事業者

の２分の１から３分の１を補助していたが、令和５年度以降は県の補助金を受け

る場合、町も随伴して補助制度をつくる必要があると聞きました。町として、そ

のような制度をつくられるということは考えておられますか。どうかお尋ねしま

す。

まちづくり課長 ご説明いただきましたように、この制度、令和５年度から補助を受けるには

町の随伴補助が必須となってきます。福崎町におきましても該当される方にこの

補助制度を活用していただけるように、町における補助制度につきましては、令

和５年度内をめどに創設していきたいというふうに考えております。

また、１２月議会の三輪議員からの一般質問におきましても回答させていただ

いてますとおり、このような補助制度を活用するためには、町におきまして空き

家等対策計画、こちらを作成する必要がございます。そのため、令和５年度内に

おいて、この計画を策定する予定としておりまして、この議会において提案させ

ていただいております議案第７号、福崎町空き家等の適正な管理に関する条例の

一部を改正する条例、こちらにつきましては、この空き家等対策計画を作成する

ことを目的の一つとして改正させていただくものとなっております。

河嶋重一郎議員 空き家や周辺の耕作放棄田の活用がよりしやすくなる制度を通じて集落の環

境保全や活性化につながることを期待しまして、次の質問に移ります。

次は道路周辺の整備ということで、道路に樹木が覆いかぶさっている箇所が多

く見られます。強風時の枝折れ、倒木、見通しの悪さ、通行緊急車両の誘導や災

害時の避難や移動にも支障を来します。

町民の安全安心の観点からも伐採整備の必要があると考えますので、町の対応

についてお尋ねします。

まちづくり課長 ご指摘にありますとおり、この道路沿いにございます樹木の管理、特に強風

時におきます枝折れや倒木などにつきましては、道路管理者として非常に苦慮し

ているところでございます。

町が管理しています街路樹などはもちろんのことでございまして、民間の方が

植樹された、または管理されていますこの道路への倒木の危険性がある樹木や道

路に覆いかぶさってきている樹木、こちらにつきましては、分かり次第、消費者

の方に連絡を行わせていただいて、適正な管理をお願いしているところでござい

ます。ただ、中には、速やかな対応をしていただけない場合もございます。適切

な管理の重要性や倒木などにおけます道路への危険性などについて、今後も説明

を十分に行うなど、所有者、管理者の方々へ対して指導はさせていただきたいと

いうふうに考えております。

河嶋重一郎議員 よろしくお願いしておきます。

最後の質問になります。観光についてであります。町の観光施策についてお尋

ねします。

新型コロナウイルスの影響で、観光客減が続いてまいりましたが、大分戻って

きたように思います。３月１３日からマスク着用を個人の判断に委ねることにな

り、また新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが５月８日から５類に引き

下げられます。今までと異なった人の流れがあるかと思いますが、そのような中、

当町における観光施策について何か得策、次の一手を考えておられますか。お尋

ねします。

地域振興課長 令和５年度の観光施策としましては、ポストコロナを見据えた地域観光の活性

化を目指したサスティナブルツーリズム、持続可能な観光を考えています。
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駅前辻川観光交流センターを拠点としたにぎわいづくり、そして文化観光資源

の辻川山公園の河童、天狗、妖怪ベンチ、県指定文化財ホテル「ＮＩＰＰＯＮＩ

Ａ」などを活用した取組、そして観光アプリの利用などによって誘客、周遊観光

の促進、滞在時間の延伸、観光消費額の増加を図ります。また、新たにＰＲ動画

の作成、コンシェルジュガイドブックの更新、着ぐるみ河次郎の更新など、さら

なる観光情報の発信に努めます。

ＳＤＧｓの観光振興としましては、超小型電気自動車「ガジポット」、電動ス

ポーツ自転車「ｅ－バイク」を活用したカーボンニュートラル体験型観光にも取

り組みます。

また、七種山周辺では老朽化した太鼓橋の修繕、登山道の西コースの立ち木伐

採、春日山では案内看板の設置、イベントの開催など緑豊かな観光資源をかつ整

備して、マイクロツーリズム、３密を避けながら近場で過ごす観光の促進にも取

り組みます。

地域活性化事業としては、ウィズコロナ時代の各種イベントを開催し、地域を

元気に盛り上げます。４月１日には４年ぶりとなります民俗辻広場まつりの開催、

夏祭り、秋祭りは通常形態で開催します。そして、新しい事業として、手話ダン

ス甲子園、障害者参加型イベント、七夕ランラン、子ども参加型イベントなど、

共生のまちづくり事業を展開いたします。

このように多岐にわたった仕掛けづくり、イベントの開催など観光振興事業、

地域づくり事業を展開し、観光客、交流人口の増加、地域の活性化に努めてまい

るところでございます。

河嶋重一郎議員 ありがとうございました。これで私の一般質問を終わりたいと思います。

議 長 以上で、河嶋重一郎議員の一般質問を終わります。

暫時休憩を取りたいと思います。

再開を１３時といたします。

◇

休憩 午前１１時５０分

再開 午後 １時００分

◇

議 長 会議を再開いたします。

５番目の質問者は、大塚記美代議員であります。

質問の項目は

１、各委員会・審議会委員の定年が８０歳未満に決定したことについて

２、子どもの権利について

以上、大塚議員。

大塚記美代議員 議席番号３番、大塚記美代でございます。議長の許可を得ましたので、一般

質問させていただきます。

先ほどのニュースで、ＷＢＣにおいて日本が優勝したということでした。誠に

おめでとうございます。全く関係ないんですけれど。

では、質問に入ります。

多くの町民の意見を聞くことは町の運営にとって重要なことだと思っています。

以前に町長に昨年の９月に一般質問をいたしましたときのも、町長はそのように

おっしゃっていました。町民全員の意見を一堂に会し聞くことは困難なので、町

民の意見は委員会や審議会に応募していただき、そこでお聞きすると言われてい

ました。そのことを踏まえますと、各委員会、審議会の定年が今回８０歳未満に

決定したことについて、先日の総務文教委員会でも報告を受けましたが、その理
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由が公務員の定年が５歳引き上げられたことによるということでした。どうして

も理解できませんので、改めて質問いたします。

官公庁の定年が６５歳に引き上げられたことと、委員会・審議会委員の年齢に

どのような関係があるのでしょうか。

総 務 課 長 このたびの改正は改正前の規定、これは平成２２年４月から施行していたも

のでございますが、その中では、就任時は７０歳未満、再任時は任期中に７７歳

に達しない。この２点で定年を定めておりました。このことにつきましては、令

和４年の６月議会におきまして、お二方の議員から一般質問の中で見直しが必要

ではとのご意見をいただいておりました。それを踏まえまして、見直しを行う中

で何を根拠にするかということで、平均寿命、こちらにつきましては平成２２年

から昨今まで男性ではおおむね２歳、女性ではおおむね１歳の伸びでありました。

一方、定年ということでは、先ほど議員が言われましたように、６０歳から６

５歳に引き上げられるという流れの中で、定年の伸びを一つの目安として５歳程

度の引上げを設定し、具体的には就任時は７０歳未満としていた定めを任期中に

８０歳に達しないと、また再任時は任期中に７７歳に達しないとしていた定めも

同じく任期中に８０歳に達しないという形にさせていただいたものであります。

大塚記美代議員 平均年齢のことも今おっしゃいましたけれど、平均年齢はあくまで平均年齢

であって、１００歳を超えてもしっかりされた方もいらっしゃるわけで、そのこ

とは根拠になるというふうには理解できません。

今現在、福崎町の住民で８０歳以上の方は何人いますか。

総 務 課 長 令和５年２月末現在の福崎町の人口は１万８，７２３人で、そのうち８０歳

以上の方は１，７９２人でございます。率に換えますと、９．６％となります。

大塚記美代議員 約１割程度ということかと思います。住民が参加できる町の重要な会議に８

０歳以上の人が参加できないということは、この１割弱の人の意見は町は聞かな

いという方針なのでしょうか。

総 務 課 長 このたびの改正におきましては、改正前には規定しなかった例外規定を定め

ることによりまして、既定で定める定年以上の方であっても必要な場合には参画

していただくことができる規定とさせていただいたところでございます。

大塚記美代議員 ありがとうございます。いろいろな町の計画が立案されるときによくパブリ

ックコメントを町の広報などでも募集されていますが、今までどれぐらいの応募

がありましたか。教えてください。

総 務 課 長 パブリックコメントの意見の件数ということでは、ここ数年という形では少

ない。あっても数件とかいう形であったというふうに認識をいたしております。

大塚記美代議員 パブリックコメントの応募となると、なかなか期間が１か月程度と短いです

し、膨大な資料や計画案をその短時間で読み込む必要がありますので、関心があ

っても見過ごしたり応じられないことが多いと思います。しかし、この委員にな

ったりしますと、その任期中は集中してそのことを考えられますので、意見も出

やすいと思います。福崎町の、ここで重複になるかもしれませんけれども、委員

会と審議会には、ざっくりとでいいんですが、どのようなものがあるのか教えて

いただけますか。

総 務 課 長 法令により必置義務のあるもの、条例規則で設置の定めをしておるもの、ま

た要綱などによる任意に設置しているものなどで５９ございます。内訳といたし

ましては、法令によるものが８、条例規則によるものが１８、それ以外の任意設

置が３３となっております。

大塚記美代議員 その中で、８０歳未満でないと委員になれないような体力がかなり必要な委

員会はありますか。
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総 務 課 長 現地視察の有無でありますとか、会議時間の長さ、また開催頻度など個々に

条件が異なる部分もございますが、基本的には体力がかなり必要な委員会という

ようなことではないという認識をいたしております。

大塚記美代議員 現在、定年は一応決まっているのですが、最少年齢は決まっていますか。

総 務 課 長 最少年齢という形では決まっておりません。委員等の公募におきましては、

１８歳以上、ただし高校生を除くというような形で公募をしていることが多くご

ざいます。

大塚記美代議員 ありがとうございました。あまり１８歳、１９歳の委員はあまり見たことが

ないのですが。私の場合、高齢者にちょっと今注目しておりまして、人生１００

年時代と言われてもう久しいのですが、一億総活躍社会と言われているのに、８

０歳以上の人だけを委員会から排除するというのは、これは差別に当たるのでは

ないかと思うのですが、この考えについてどう思われますか。

総 務 課 長 ちょっと繰り返しになる部分もございますが、このたびの改正は改正前の規

定では就任時は７０歳未満、また再任時は任期中に７７歳に達しない。この２点

で定年を定めていたことにつきましてご意見をいただいたことを踏まえまして、

任期中に８０歳に達しないの１点として、さらに例外規定を定めるということで、

必要な場合には定年を適用しないことができるようにした、より柔軟な規定とさ

せていただいたところでございます。その意図するところは、従前よりもご高齢

の方にも参画していただこうとするものでございます。決して、８０歳以上の人

だけを委員会から排除するというような強い思いがあるというものではございま

せん。

大塚記美代議員 趣旨は分かりますが、今８０歳以上の方が１，７９２人いらっしゃる。その

方々に町として、今後、今現在も役割を持っておられる人が多いと思いますけれ

ども、今後さらにますます役割を持っていただくということの意義については、

どのように考えておられますか。

総 務 課 長 ８０歳以上の方に役割を持ってもらうことの意義はあるというふうに考えま

す。委員会の委員の役割に体力が要るというような形のものはないということも

先ほど考えておると申し上げたところでございます。

いずれにおきましても、議員が指摘されるような内容、お言葉を否定するとい

う考えではありませんで、むしろ同感であります。必要とする場合には参画いた

だくことができるよう制度改正を行ったというものでございます。

大塚記美代議員 その年齢制限を設けるということ自体がちょっと何か差別的なことに引っか

かるのではないかと思い質問させていただいたわけなんですけど、町としてもい

ろいろ考えていただいているということは重々分かりました。今後ますます社会

が多様化していきますので、その多様化した方々への配慮をした町運営が必要に

なってくると思います。いろいろな町民の意見を聞く体制をどうかよろしくお願

いいたします。

次の質問に移ります。子どもの権利について、福崎町がどのように権利擁護を

実施してるのかについてお尋ねします。

本年４月１日からこども基本法が日本でも施行されますが、福崎町ではこれを

受けて、どのような取組をされる予定か。ありましたら教えてください。こども

家庭庁が創設されてから考えるというのでしょうか。

学校教育課長 学校教育課におきましては、既に従前から子育て支援センター、認定こども園、

学童保育園、小中学校などを所管事務としておりまして、国の基幹こども家庭庁

が創設されることで、事務の集約化、各種通知の１本化、事務の明確化、効率化

などを期待しているところであります。
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また、こども基本法の第１３条関係者相互の有機的な連携の確保の中で、こど

も施策に係る協議と連絡調整を行うための協議会を組織することができるという

規定が設けられましたが、福崎町では子ども・子育て会議や要保護児童対策地域

協議会が、こども施策についての関係機関として活動していただいております。

こども基本法の制定とこども家庭庁の創設を機会に、改めてその活動の意味を認

識して、子ども施策を推進していきたいと考えております。

大塚記美代議員 福崎町ではもう既にこども基本法にのっとったようなことはもうしていると、

これで十分だというようなことかと思いましたが、まださらに充実されていかれ

ることと思います。

次に、子どもの権利条約の一つに、子どもの意見の尊重というものがうたわれ

ており、こども基本法の基本理念の３にも書かれていまして、全ての子どもにつ

いて年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に関して、意見

を表明する機会、多様な社会活動に参画する機会が保障されることとなっていま

す。しかし、福崎町のいろいろな子育て計画や教育計画、その評価において、子

どもの意見を表明する機会についての記述が見当たりませんが、それはどういう

ことでしょうか。幼児園や学校で子どもが意見を表明する場はあるのでしょうか。

また、子どもの意見を乳幼児園や学校運営に生かすという発想はあるのでしょう

か。お尋ねします。

学校教育課長 児童の権利に関する条約の趣旨を踏まえた、このこども基本法第３条の基本理

念、その第３項に、全ての子どもについてその年齢及び発達の程度に応じて自己

に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会が確保されることと、お

っしゃるとおりございます。

自己に直接関係する全ての事項とは、どのような学校を選ぶか、どのような職

業に就くかなど、個々の子どもに直接影響を及ぼす事項と解されております。こ

のような事項について、自己の意見を形成する能力のある児童とは、小学校高学

年及び中学生以上であると考えております。小中学校におきましては、学期ごと

に生活アンケートを実施し、個別に教育相談も行っており、日常生活での困り事

をはじめ、自分自身の思いを開示して担任教諭や保護者と意思疎通を図っており

ます。なお、幼児園の園児は自己の意見を形成する能力のある児童とは言い難く、

子育て世代の保護者を通じて、園児の意見を表明いただいていると考えておりま

す。

大塚記美代議員 子どものその能力の評価について、なかなか難しいところがあると思います

けど、一概にその年齢で区切るということはどうなのかなと思います。幼稚園児

であっても、自分の意見は述べることはできると思いますし、その保護者がその

子どもの意見をくみ取っているかということに対しては疑問があるのですが、そ

の子ども、幼稚園児に直接意見を聞くということは意味がないとお考えですか。

学校教育課長 こども基本法第３条第４項に、子どもの年齢、発達の程度に応じて、その意見

が尊重されという基本理念があります。子どもの意見の聞き方、その採用の方法

は多様な方法があると考えております。直接聞くことに意味がないと申し上げて

いるのではございません。

大塚記美代議員 なるべく子どもに直接意見を聞くという機会を増やしていただき、子どもの

思いをくみ取っていただけるのが子どもの権利ではないかと思います。大人が子

どもの気持ちを分かったつもりになって代弁するということはちょっと危険が伴

うと思いますので、ちょっともう一度そういう子どもの意見を聞く場ということ

を考えていただけたらと思います。

今回、第６次総合計画のための子どものウェブ回答での反応がどうだったのか
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についてお尋ねします。幼稚園児はここには含まれていなくて、先ほどの議員の

質問では小学５年生と中学２年生へのアンケートであったということでしたが、

どのようなアンケート内容だったか。その子どもの思いは十分に聞くことができ

たのかどうかお尋ねします。

企画財政課長 小学校５年生及び中学校２年生の対象のアンケートにつきましては、各校の総

合の授業やホームルーム等でタブレットを用いて実施し、３１０名から回答があ

りました。現在、意見集約の作業中でありますが、先行して委託業者から提供の

ありました回答箇所で興味深いものが、「福崎町への愛着や誇りを感じているか」

という設問に対して、「感じている」、「どちらかというと感じている」と答え

た子どもが８７．１％、また「これからも福崎町に住み続けたいか」という設問

に対し、「住み続けたい」、「町外に出ても、いずれは福崎町に戻ってきたい」

と答えた子どもが６９．４％で、どちらも高い水準での回答でありました。

大塚記美代議員 授業中にタブレットを用いて回答したというようなことでしたが、不登校の

生徒に対してのアンケートはされなかったということですか。

企画財政課長 対象者数が３２４人でありまして、回答数が３１０人でありましたので、何ら

かの理由で未回答の生徒児童があるということでありまして、不登校の子も含ま

れるかもちょっと分かりませんが、そこまで分析は行っておりません。

大塚記美代議員 ありがとうございました。分析の結果も興味を、関心を持って注視したいと

思います。

次に、子どもには教育を受ける機会が等しく与えられることと教育基本法でも

謳われています。全国的に不登校児童生徒が増加の一途をたどっており、福崎町

でも同様の傾向ですが、学校に行かない子どもの教育を受ける権利についてはど

のように保障されていますか。お尋ねします。

学校教育課長 不登校児童生徒の学習保障として、個々に様々な対応をしております。毎日の

授業の内容を記録したノートや用紙を渡してくれる児童生徒もおります。宿題は

友達が届けたり、保護者が取りに来るなどして、毎日もしくは１週間分まとめて

渡すなど、本人、保護者の意向に合わせて対応しております。

また、各学校ともＩＣＴを活用した学習保障に取り組んでおりまして、不登校

児童生徒のうち、希望者にはデジタル端末を持ち帰らせて、コミュニケーション

を取ったり、行事前の呼びかけや連絡事項の伝達をしております。コンディショ

ンのよいときは、授業を中継して自宅で視聴することもあります。そのほかにも

保健室や別室で過ごす生徒には学習支援員による指導を行い、中学３年生であれ

ば、家庭訪問による進路指導も行っております。

大塚記美代議員 そのＩＣＴ端末を活用している不登校の児童はどれぐらいいますか。

学校教育課長 今つかんでおりますのが、小学校で４名、中学校で５名というところでありま

す。

大塚記美代議員 福崎町では「のぞみ学級」がサルビア会館で実施されているということです

が、それはどのような内容で何人くらい参加していますか。

学校教育課長 現在も希望者があれば開設をしておりまして、数名が参加しております。令和

３年度末まで在籍していた生徒は現在学校に登校できております。学習内容は

個々により様々で、計画を立て、必要な教材を用意し学習を進める。興味や関心

のある内容や課題について学習する時間があります。

大塚記美代議員 充実した内容かと思います。サルビア会館に場所が近い家の子どもなら一人

で行けると思いますが、遠くに住む子どもの場合の通学はどのようになっていま

すか。

学校教育課長 通学につきましては、各ご家庭で対応をしていただきたいと考えております。
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どうしても送り迎えができないなどの必要がある場合は、不登校指導員が迎えに

行くことも想定しております。

大塚記美代議員 ありがとうございます。

次に、福祉課が実施している「てくてく」という活動については、あまりオー

プンにされていないので、よく分かっていないのでお尋ねします。何歳から何歳

ぐらいの方が何人ほど参加しておられ、どのような活動をしているのか。またそ

の参加者はどのような反応を示しているのか教えてください。

福 祉 課 長 令和４年度は現時点で５回開催し、５回で延べ５２人の児童生徒とその保護

者延べ２４名が参加しました。年齢は３歳から１７歳です。小学校中学年から高

校生の参加が中心ですが、幼児、３歳ぐらいの参加もありました。活動はイベン

ト形式で行っており、地域の方々にご協力いただきながら、畑作業や勾玉づくり、

書道体験、障害スポーツ体験を実施しました。令和４年度はあと一回、ジャガイ

モの苗植えを予定しております。参加される方は不登校の児童生徒より学校には

通えているが、何かしらの生活のしづらさを抱えている児童生徒が大半を占めて

おります。参加者の反応ですが、参加された児童生徒はイベントに楽しんで参加

していて、社会参加の場の確保ができていると考えています。また、保護者の相

談の場ともなっていて、保護者同士の交流や参加した支援者との相談を行うなど、

保護者にとっては相談や息抜きの場としても活用をしていただいております。

大塚記美代議員 すばらしい活動内容でありがとうございます。この３歳から１７歳というい

ろいろな年代の人の交流があるというのが社会生活を送っていく上で必要な大事

なことかなと思っています。

福崎町にはフリースクールというものはありませんが、学校に行きづらい生徒

などに対してフリースクールについての紹介や援助については、福崎町ではどの

ようにされていますか。

学校教育課長 保護者が必要とされれば、兵庫県教育委員会によります不登校児童生徒を支援

する民間施設に関するガイドラインという冊子をお渡ししたりして、フリースク

ールを紹介しております。また、町のホームページから県のホームページにリン

クして、先ほどの民間施設に関与するガイドラインをご覧いただけるようにして

おります。

大塚記美代議員 このガイドラインはホームページからでも出せるんですけれども、この内容

について、学校の先生方はどのように周知されていますでしょうか。全員の先生

方はこのガイドラインの存在をご存じでしょうか。

学校教育課長 県教委からの通知もございますし、もともと平成２９年の教育機会確保法から

の出発であります。令和元年にこのガイドラインについて着手され、令和２年３

月に発効されているということで、そのあたりにつきましては、学校内で情報共

有し、そのような子どもさんに対しては、このガイドラインなどをお渡しして、

社会的な自立を目指すという認識で進めております。

大塚記美代議員 このガイドラインにたくさんのフリースクールが載っていて、のぞみ学級も

載っているんですけれど、どのような内容のことがこのフリースクールというか、

民間施設、不登校児童生徒を支援する民間施設に対して先生方は内容というか、

中身はご存じなのでしょうか。

学校教育課長 このガイドラインに載っております施設は県下で様々ございます。福崎町に関

しましては、隣の市川町にあるフリースクールに行かれる方が多く、その内容に

つきましては、既に関係する学校長が施設を訪問して、その中身については確認

したりもしております。それは子どもさんが通学するに当たっての様々な、いわ

ゆる出席扱いになどに対応していくというところでフリースクールを訪問して、
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内容を確認させていただいておるところであります。そういう意味では、関係す

る先生方はそのような情報を共有しながら進めているところであります。

大塚記美代議員 校長先生はよくご存じだということでしたが、直接学校に行きづらい生徒に

関わるのはスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーだと思うのです

けれども、そのような方々はこのフリースクールの内容はご存じなのでしょうか。

学校教育課長 学校復帰を目的としていたところから、社会的に自立するということで、居場

所の確保という観点からこのような体制に、兵庫県教育委員会さんも方向を転換

されたというところであります。そういう意味から言いますと、スクールカウン

セラー、スクールソーシャルワーカーも含めて、この施設については十分内容を

理解した上で日々の対応をしているところであります。

大塚記美代議員 私は先日、その市川町の「まっくろくろすけ」というフリースクールを見学

に行かせていただいたんですけれども、福崎町からその学校の先生やらスクール

カウンセラー、スクールソーシャルワーカーが見学に来たことはないと言われて

いましたが、見学に行って、そこで体験して初めて分かることもあると思います。

そこのフリースクールがこの子に合うか合わないかはその子に任せるしかないん

ですけども、ある程度、どのような内容かを知っておいて支援するということが

必要なのではないかと思いますので、ご配慮、今後お願いします。

学校には行かないのに、あそこのフリースクールでもう元気に遊んでいる子ど

もをたくさん見せていただいたんですけども、学校には行かないのにフリースク

ールに行くという理由は何が考えられるでしょうか。

学校教育課長 先ほどの大塚議員様の中で、校長は必ず行っておりますので、フリースクール

さんが来られたことがないとおっしゃるのはちょっと間違っておられるのではな

いかと思いますので、よろしくお願いいたします。

そういうフリースクールさんとのやり取りする中からもありますが、学校に行

くことが難しくなった原因やきっかけは複数重なっていることが考えられますが、

関係者の話によりますと、３点ほどありまして、一つが３０人ほどのその多い人

数で学習することが嫌である。二つ目が自分で使いたい時間や自分の知りたいこ

とを自分で勉強したい。三つ目が先生から指示されるのが嫌であるというような

ことが挙げられるようであります。

大塚記美代議員 そのような生徒にとって今の学校に通うということが大変な苦痛を強いると

いうようなことであろうかと思います。なので、県でも多様な民間施設に通学す

るというようにシフトしているということでしたが、このフリースクールに通う

ためには、公立の小中学校ではほぼ無料ということになっていますが、フリース

クールに通うためには年間何十万とか、もっと高いところもあるんですけれども、

その金額に対して何か援助できるようなことはあるでしょうか。

学校教育課長 授業料等に関しましての援助ということはございません。基本的には保護者、

児童生徒さんの希望によってフリースクールを選択されているという部分が基本

的にはございます。

教育委員会はそのフリースクールの内容など確認させていただいた上で、いわ

ゆる出席扱いできる施設であると判断した施設につきましては、いわゆる学割の

定期ですね。電車で通われる子どもさんが福崎町の場合はあるので、学割定期の

発行のための在学証明書を発行いたしまして、通学定期で通学できるように配慮

しているところでございます。

大塚記美代議員 それは二、三年前に始まったということで、大変助かっているというような

ことでしたが、今、低所得者への支援として就学援助というような制度があると

思いますが、それは何かもしフリースクールに行かれている子どもさんの家庭が
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低所得者である場合は何か適用できるものがあるんでしょうか。

学校教育課長 フリースクールに行かれている子どもさんもいわゆる福崎町の小中学校のどこ

かの在籍されている子どもさんになります。そのご家庭で就学援助が必要なご家

庭と申請によって判断させていただければ、就学援助の対象となっております。

大塚記美代議員 ありがとうございました。その情報はきちんとそのご家庭には伝わっている

んでしょうか。

学校教育課長 基本的には全員の方に就学援助についてのお知らせはしております。フリース

クールに行かれている方もリアルタイムですぐにその情報が手に渡っているかど

うかちょっと分かりませんが、必ず手元には行って、ご家庭で判断されていると

理解しております。

大塚記美代議員 先日、市川町のフリースクールに訪問した際に、もう学校に就学する以前か

ら幼児園の時代から、幼児園の集団生活に合わない子どもさんということで、も

う小学校も行ったことがないという子どもさんが３分の１ほどおられるというこ

とでした。幼児園で行き渋りもあったりして、もう小学校には頑張って行こうと

思って無理を重ねていると、余計心身ともに不調を来して、長期のひきこもりに

なってしまう可能性もありますので、学校だけでなく、幼児園のときからもその

ようなフリースクールへの情報とか提供ができれば、その心身に病気を来すとこ

ろまで追い詰めなくてもフリースクールに行って伸び伸びと学習することができ

るのではないかなと思いましたので、幼児園への情報提供もよろしくお願いしま

す。

今、不登校の支援に対しては、主に子どものほうに不登校支援員やスクールカ

ウンセラー、ソーシャルワーカーなどの配置が加算されてアプローチをかなり丁

寧にしていただいていますが、学校側の体制ですね。大人数で生活できないとい

う場合はなかなか難しいと思うんですけども、先生から指示されるのが苦手だと

か、自分でしたいことを伸び伸びとしたいというような希望があるということで

したが、その希望に対して学校側で少しでも体制をそちらの方向に変えるような

ことは考えられないでしょうか。

学校教育課長 学校の体制を変えるということと合致するか分かりませんが、フリースクール

に通っている子どもさんがフリースクール的な感覚を味わえるような学校にでき

ないかということでよろしいんでしょうか。

大塚記美代議員 私も何を聞いているのか、しどろもどろになりましたけど、そのようなこと

ですね。できれば、フリースクールに行かずに学校で自分の好きなことを発揮で

きるようになればいいのかなと思いますし、フリースクールも費用がかかります

し、少しそっちよりに変えられるものがあるのかなという、これで分かりますか。

学校教育課長 自由に伸び伸びとというのは望ましいとは思います。ただ、学校は学ぶところ

でもあり、時間割に基づいて勉強もしなければいけません。自分で自由に過ごす

ことがずっとできるかというと、なかなか厳しいところもありますし、集団生活

におけるそういう規律を学ぶというのも、集団でいるところのメリットであると

は思います。それに合致しない子どもさんがいらっしゃるというのも理解してお

りますが、できるだけそのような空気を持ちながら学校生活が送れるような形で

は取り組んでいただけるように、また話をしていきたいと思っております。

大塚記美代議員 すみません、ありがとうございます。学校では不登校だった生徒ですね、不

登校を経験した生徒の中学校卒業後の進路などは把握されているのでしょうか。

学校教育課長 中学校卒業後の進路における状況につきましては、高校や通信制のほうから連

絡が来たり、もう本人さんが来られて、相談に来られるということによって知る

ところになりますが、いわゆる追跡調査などは行っておりません。
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大塚記美代議員 追跡調査まで必要かということは分かりませんけれども、その不登校経験者

の話というのを聞かれる、それは知っておくということは、その後の不登校の対

応にも役立つと思うんですけど、不登校経験者の話を聞かれたことはあるのでし

ょうか。

学校教育課長 不登校経験者に直接働きかけて話を伺うということに取り組んだことはござい

ませんが、自主的にといいますか、卒業後もつながっている、不登校でつながっ

ている子どもさんもいらっしゃいますので、その人たちに不登校の気持ちや状況

を聞いて参考にしているところであります。

大塚記美代議員 ありがとうございます。まず、不登校の原因の一つにいじめがなっているこ

ともあると思うのですが、いじめに対してはどの程度、把握できていると考えて

おられますか。

学校教育課長 現在、いじめによる不登校はないと思っております。いじめはどこの学校でも

起こり得るものと捉え、学期に１回程度、アンケート等を活用しながら常時その

把握に努めております。事案が発生すれば、その都度、指導の経過をまとめた文

章を管理職が作成し、学校内で共通理解するとともに、町教委への報告もござい

ます。

大塚記美代議員 そうしますと、発生、認められたいじめ、発生されていると認識しているい

じめについては解決できたということでしょうか。

学校教育課長 当事者への個別の聞き取りに加え、被害者、加害者の保護者へも連絡し、早期

対応に心がけておりまして、どの案件も一定の解消はできておりますが、引き続

き継続的な見守りに力を入れております。

大塚記美代議員 ありがとうございます。いじめ対策のために道徳の授業が復活したと認識し

ていますが、毎年、道徳でいじめについての授業は行っているのでしょうか。

学校教育課長 平成２７年、心の教育の必要性が謳われ、道徳が特別な教科、道徳として、小

学校は平成３０年、中学校は令和元年に教科化されました。毎週１時間の道徳の

授業の中に友情、信頼などいじめに関する事柄もございます。なお、いじめに関

しましては、全ての教育活動の中で指導するように努めております。

大塚記美代議員 ありがとうございます。もし、いじめについて誰かに相談しようと思っても、

担任の先生とかの信頼関係がないとなかなか話さないと思うのですけれども、発

覚されていないいじめもあると思いますが、先生方は子どもとの信頼関係を築く

ためにはどのようなことをされていますか。

学校教育課長 信頼関係の確立で大切なことは、子どもの声なき声に耳を傾けようとする姿勢

や子どもの思いに親身に寄り添うことだと考えております。そのためには、教員

の資質向上、力量アップや流行に追われず、不易の伝承が大切だと考えておりま

す。

大塚記美代議員 まず、子どもの声を聞くことだと思うんですけど、声なき声はなかなか難し

いとは思いますけど、言うてる声をまず聞いていただくことが大事かなと思いま

すけれど、そのような指導あるいは評価についてはどのようにされていますか。

学校教育課長 常日頃からの子どもとの距離感、その取り方が大事かなとは思いますが、従前

からもいろいろいじめについてはご質問いただいた折にもお答えしておりますが、

子どもの微細な変化にも気づけるように、常に全ての子どもに目を配らせながら

先生が心がけることが大事だと考えております。

大塚記美代議員 先生も大変ご苦労があると思いますけれども、子どもの声を聞いていただき

たいと思います。

ある不登校の経験者が書いた本に書かれていたんですけれども、校則が細か過

ぎると不登校が増えて、校則がなくせば不登校が減るというようなことが書かれ
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てあったんですけども、その意見についてどのように、今の、孫もいませんし、

校則がどのようなものかも把握していないのですが、校則が細か過ぎると不登校

が増えるという意見について、どのようにお考えですか。

学校教育課長 校則は児童生徒一人一人の安全を守るためのものであります。残念ながらその

ようなご意見もあるようですが、福崎町における校則は少なくとも４年前とは変

わっておりませんが、残念ながら不登校の子どもは増えてきております。不登校

の原因に校則が関わっているとは考えておりません。

なお、現在、中学校におきましては、生徒会を中心に合理的ではない校則は見

直そうとした動きがあります。

大塚記美代議員 校則が多いと不登校が増えるということはちょっと分からないんですけれど

も、その点も視野に入れて一度考えてみて、これは本当に必要な校則かというこ

とで一度考えていただけたらと思います。

次に、子どもの声を聞くということについて、ＰＴＡや子ども・子育て会議に

私も入らせていただいているんですけども、そこに当事者である子どもが入って

いないことについてはどのようにお考えですか。子どもの意見をこの会議は聞い

ていると言えるのでしょうかという疑問があるんですが。

学校教育課長 今、言われた会議などの組織はそれぞれ親の立場で考える組織であると考えて

おります。子どものことを一番よく知っている親が子どもの意見や思いを知った

上で、その会議で意見を反映させていっていただける組織であると思っておりま

す。

大塚記美代議員 では、子どもの直接声は聞く場所はないということでしょうか。町としては。

学校教育課長 子どもの中でも幼児園の子どもさんにつきましては、先ほどから、申し上げて

おりますように、基本的には保護者さんが子どもさんの意見を聞いて、それを正

しく、そのような会議を通じて、もしくは町のほうへの意見として反映させてい

っていただければと思いますが、少なくとも小学校以上になりますと、先ほども

申し上げたアンケート等で子どもの意見は聞くことはできておりますし、それは

担任が当然見ておりますので、そのような意見は町教委を通じて調査委のほうへ

届いてくるものと考えております。

大塚記美代議員 そのシステムの場合、子どもの声は担任のバイアスがかかるの心配はないの

でしょうか。

学校教育課長 直接子どもの意見を聞くことが絶対的に大事であるというところはちょっと難

しいところがあると思います。こども基本法におきましても、全ての子どもの意

見を直接聞くというようなニュアンスにはなっておりませんので、様々な、親で

ありますとか、先生を通じての意見の反映というところで進めていきたいとは思

いますが、先生が子どもの意見を違って捉えるということはないことを祈ります

といいますか、ないようにしていただきたいですが、ないと考えます。

大塚記美代議員 先生もそれぞれの価値観をお持ちだと思いますので、その子どもの権利条約

やらこども基本法が新しく制定されることを踏まえて、この機会にぜひ子どもの

声を直接聞くと、そうするとどうなるかということを一度検討いただけたらと思

います。やっぱり、どちらかといえば先生も人間ですので、やっぱり先生の価値

観が上乗せされて、子どもさんの意見が教育委員会に反映されるということを私

としてはとても心配しています。

教 育 長 子どもの声を聞く、改めて聞くことはないんですが、日々授業や学校教育の

中で子どもの意見や声を聞くことに努めております。そして、休み時間も含めて

職員室にも戻らないで廊下や教室で子どもがどう活動しているのか、どんな気持

ちでいるのかという他愛のない会話の中で意見をつかもうともしております。
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そして、私、思うのは、学校や園の主人公は子どもであると。そのことは福崎

町の先生方に常日頃言っております。だから、学校、園の主人公は子どもやでな

ということは福崎町の先生方は皆理解してくれておると思います。だから、聞い

た声を違った価値観で報告したり、そんなことはないと思っております。

大塚記美代議員 では、先生もご苦労おかけしますけれども、よろしくお願いします。

次に、子どもというと、１８歳までが子どもと言われるんですけども、中学校

卒業した後、高校に行っている場合は高校生まで対象になるのですが、この子ど

もの権利が奪われていないのかどうかということを福崎町としても確認する必要

があると思いますが、これについてはいかがでしょうか。

ほけん年金課長 保健センターのほうで「ふくさきっこステーション」ということで、子ども

家庭総合支援拠点を設置いたしまして、１８歳以下の子どもを対象に相談、対応、

支援などを行っているところではございますので、それとそういった部分で何か

子どもに異変があるということであれば、相談対応しているという状況ではござ

います。

大塚記美代議員 何か困ったことがあって、相談があれば保健センターに来てくださいという

ことですけども、実際問題として、高校にちゃんと行けるのか、中退とか増えて

いないか、あるいは貧困問題によって中退に追い込まれているのではないかとか、

そのような事情は把握はしていない、あるいは把握できないということでしょう

か。

ほけん年金課長 なかなか全てのケースまでというのは難しいのかなというふうには思ってお

ります。今、申し上げましたように、いろんな形で地域の民生委員さんですとか、

また学校も、高校のほうからですとか、そういった部分で行政のほうに相談等が

ございましたら、そういった形の中では関わっていきたいということはしており

ます。

大塚記美代議員 １８歳以下の子どもが直接「ふくさきっこステーション」に相談に来るとい

うようなことはあったんでしょうか。

ほけん年金課長 直接ということはなかなかないのかなというふうに思っております。やはり

親御さん、それからそういう先生方、周りの方からのということが多いというふ

うには思っております。

大塚記美代議員 小中学校に行かれている場合は学校が把握することが多いと思うのですけど

も、学校に行っていない場合、あるいはもう高校、中学卒業した場合の子どもが

きちんと成長、発達できる環境にあるのかどうかというのを把握するのはなかな

か困難かと思いますけれども、その子どもたちも福崎町の町民ですので、きちん

と成長、発達できるように支援していくことが大事かなと思いますので、民生委

員さんとか、保健師さんとかに対しては子どもの成長、発達については何か研修

会のようなものはされているんでしょうか。

ほけん年金課長 それに特化してというようなところはしておりませんけれども、特に地域で

の貧困問題ですとか、不登校とか、そういった部分については、ある程度こちら

から民生委員さんとも連絡をやり取りしながら、支援につなげられる部分につい

ては行って、連絡をいただいてこちらのほうで行っておりますので、そういった

部分ではできているのかなというふうには思っております。

大塚記美代議員 民生委員さんが不登校の状況を把握しているということですか。

ほけん年金課長 全ての方を把握しているかどうかというのは、こちらでちょっと分かりませ

んけども、そういう家庭の状況等もございますので、そういったところを把握さ

れている民生委員さんもあるかというふうには思っております。

大塚記美代議員 いろいろご努力いただいているということで、ありがとうございます。４月
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１日からこども基本法が制定されるに当たり、改めて全ての子どもの権利を保障

し、全ての子どもが安心して自分の意見が言えて、伸び伸びと活動できるような

社会になっていくような施策や計画を今後もお願いして、私の一般質問を終わら

せていただきます。ありがとうございました。

議 長 以上で、大塚記美代議員の一般質問を終わります。

本日の一般質問はこれにて終了いたします。

以上で、本会議３日目の日程は全て終了いたしました。

次の定例会４日目は、明日３月２４日金曜日、午前９時３０分から再開いたし

ます。

本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。

散会 午後 １時５６分


